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　小西：コーディネーターを務める，関西学院大
学の小西と申します．学会企画シンポジウムとし
て「変革：ミクロからマクロへの戦略」というテー
マを掲げました．
　それでは一番最初に，特定非営利活動法人日本
ソーシャルワーカー協会の，喜多さん，久保さん
のほうから「市民ソーシャルワーカー育成の取り
組み」について，ご発表をよろしくお願いいたし
ます．
　久保：皆さん，こんにちは．日本ソーシャル
ワーカー協会の紹介の役割を担っております，久
保美紀と申します．どうぞよろしくお願いいたし
ます．抄録集をご覧いただきますと，61ページに
日本ソーシャルワーカー協会の発表要旨を掲載し
ております．今回取り上げましたのが，「市民ソー
シャルワーカー養成」です．
　日本ソーシャルワーカー協会が，特定非営利活
動法人として会員を一般市民に拡大し，再スター
トを切ったことで，昨日岡本会長から，協会の内
容については説明があったんですけれども，2011
年の 9月 10日の日本ソーシャルワーカー協会・社
会福祉セミナー会長基調報告の中に，「市民ソー

シャルワーカー構想」というのが入っております．
　簡単に申しますと，専門職に特化したソーシャ
ルワークのみでよいのだろうか．それだけではな
くて，ソーシャルワーカーの黒子というのは「縁
の下の力持ち」というふうな表現が使われている
んですけれども，専門職としてお仕事をしてらっ
しゃらない方たちも一定の学びを得て，一緒に取
り組んでいく，そういう人たちもつくっていこう
ということです．それに取り組んでいる事例とし
て，今回は神奈川県の取り組みを紹介させていた
だくことになりました．
　今回のテーマであるアドボカシーを地域圏域レ
ベルで実践していくためには，やはり専門職だけ
ではなくて，民生委員・児童委員さんやボラン
ティア，それから近隣住民，NPOなどからなる重
層的なネットワークをつくっていくことが求めら
れるかと思います．それが，近年よく言われてお
ります，予防的，あるいは早期発見型のアプロー
チを展開していく基盤づくりになるのではないか
なというところです．
　今回取り上げます，市民ソーシャルワーカーの
養成というものは，地域住民を巻き込んだ，その
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中には当然，いわゆる当事者の方たちが入ってい
るわけですけれども．その方たちを巻き込んだ，
アドボカシーの担い手を養成するということを含
んでいるといえるかと思います．そうすることに
よって，地域住民の気づきを促したり，ニーズの
発見力を養っていく．その上で，地域の福祉課題
といったものを共有していくところから，今回の
テーマ「ミクロからマクロへ」というようなとこ
ろにつながっていくのではないか．「協働的」とい
う言葉を使いますけれども，協働的アドボカシー
を展開していく基になるのではないかというとこ
ろで，今日は一事例として報告させていただきま
す．
　なお，日本ソーシャルワーカー協会がソーシャ
ルワーカーの養成講座をしておりますが，その場
合には「市民ソーシャルワーカーの養成」という
言葉は使っておりません．リアルタイムに，ある
いはオンデマンド方式で，全国各地で学んでいた
だくというスタイルを，いち早く取り入れていま
すが，今回取り上げます，市民ソーシャルワー
カーの養成は，それとは異なるということを，あ
らかじめお断りをしておきたいと思います．
　では，実際の取り組みについて，喜多さんにご
報告をお願いいたします．
　喜多：今，久保さんから紹介いただきました，
日本ソーシャルワーカー協会の一つの支部であり
ます，神奈川県ソーシャルワーカー協会の喜多で
ございます．よろしくお願いいたします．
　発表のご指示をいただいて，もう 2か月ぐらい
は経っているのですけれども．その間に，本学会
の久保先生，冨永先生や，大会長の大島先生から
も，いろいろな話をいただきまして，少しずつ振
り返りがまとまってきた段階であります．今の時
点で，神奈川県における，市民ソーシャルワー
カー養成講座というのはどういう特徴があるのか
ということを振り返り，久保先生のご紹介にした
がって，報告させていただきたいと思うわけで
す．それでは，よろしくお願いします．
　まず，1ページ目ですが，これは日本ソーシャ
ルワーカー協会の会報に，地方協会だよりとし
て，「市民ソーシャルワーカー養成講座」と題して

紹介されたものです．3行目，県内，各地域の市
民が担う生活困難に，当事者家族を含む市民が専
門職従事者と協力して取り組めるように，ソー
シャルワークの視点と事例支援の方法を学ぶの
が，目的であると明記されています．
　初回は，杉山佳子講師．この方は，本県協会の
副会長でありますが，日本ソーシャルワーカー協
会の副会長でもあります．ソーシャルワーカー養
成講座の講師もしておられる．この先生によっ
て，第一回の皮切りとなりました．その講義と，
小グループによる自己紹介で盛り上がりました．
参加者は，予定を上回る 33人．民生委員・児童委
員，障碍児の親，各種福祉職員ということです．
　次に参加者の様子が書かれておりますが，全体
として，地域で市民の生活困難に直接関わってい
る中高年女性が多いこと．彼女らは，国家資格を
持たない，地域の市民であります．下の米印です
が，障害分野が 5割，高齢分野に携わっている方
が 2割．民生児童委員が 2割．女性シェルターで
すね，女性保護の方が 1割を占めております．な
お，障碍児のお母さん方は 5人，積極的に応募し
てこられました．
　その受講動機は，福祉の知識を得たい，福祉活
動をしたい，身内に障害がある人，または認知症
の人がいるなどでありました．
　たとえば，民生委員・児童委員さんは，行政の
調査・協力が多いのですが，ソーシャルワーク，
社会福祉の視点や技術的なものというのは，ほと
んど講習の機会がないのだそうです．それで，2
つの市の民生委員協議会の事務局長から，ぜひ参
加の機会を設けたいということで，右の表にあり
ますように，民生委員・児童委員，女性 6人とい
う状況であります．
　その次の 4ページにございます，当事者家族を
市民ソーシャルワーカーに育てる課程ですが，そ
のような経緯を 6段階に整理してみました．
　1番目，家族によるケアをソーシャルケアワー
クの中に含めるということを，まず考えました．
つまり，家族によるケアは，ソーシャルケアワー
ク，広い意味でのソーシャルワークの一環に位置
づけることができる．一度，位置づけられねばな
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らないという考え方であります．
　その上で，2番目．家族がソーシャルワークの
価値や技術等を学んでいただく．
　そして 3番目．家族が自分の支援に，ソーシャ
ルワークの支援方法を応用していく．
　4番目，自分の事例と他の方々が抱えている事
例の両方の事例の特性を学び，支援方法を一緒に
考える．
　5番目，特定の課題を選び，それに一緒に取り
組む．
　最後に 6番目，当事者に寄り添いつつも，専門
職の協力を得つつ，地域における協力のネット
ワークというものを続けていく．
　この 6段階は，アドボカシー，エンパワメント
の広がりに値するものだと思います．
　5ページ目は，この講座のカリキュラム．6回の
カリキュラムの内容ですが，この中で，講師はす
べて県協会の会員で15名出演しました．教えなが
ら一緒に研修にも参加したというところです．
　それから 6ページ目は，中間時にアンケートを
取りました．これからの希望，勉強したいテーマ，
興味がある活動．回答者は 15名だけですけれど
も，その中で興味がある活動は，女性の自立を支
援する活動，障碍児のデイサービス，障碍児・者
の本人活動，福祉の仕事ができる体験学習をした
い．それから，本人活動の支援などのボランティ
アをしたい，障碍児・者のための活動と老人のた
めの活動に関わりたい．また，従事者は，総合支
援法をどう捉えているのかというような，シビア
な意見もありました．
　障碍児・者の活動や老人のための活動に興味を
お持ちだったのは，実は呉服店の店主をしてい
る，女性の一般市民に当たる方です．普段，高齢
者がお客さんとして店を訪れている方が，その孤
独な気持ちを訴え，伝えておられる人に対して，
実際どのように活動していったらいいのかという
問題意識をお持ちでありました．
　このアンケート，および終了時アンケートを基
に，継続講座のプログラムをつくりました．全部
で 6回ですが，主な分野は，児童家庭福祉，障碍
児とその親の支援，高齢の人（とくに認知症）の心

に寄り添う．そして，その高齢の人の家族，子ど
もさんや親御さんのおかれている様子．大きく 3
つのテーマにしました．
　そして，第 2回の 6月 21日は公開講座にし，子
どもの成長と自己実現への支援というテーマで，
講演と交流と対談をいたしました．これには，日
本ソーシャルワーカー協会元会長にして，県社協
初代会長の阿部志郎先生，それから，在留韓国朝
鮮人の方と日本人の方が半々に入所にできるよう
な特別養護老人ホームを，関西および東京に設立
している，田内基さんをお招きし，そのお母様の
思い出を紹介していただきました．
　その参加者の感想の一部をご紹介します．県協
会の継続講座の公開における交流：
　田内千鶴子さん．この人は，朝鮮戦争で大量に
出現した，遺児・孤児の子どもさん方を，木浦
（もっぽ）という町で，旦那さんの牧師さんと一緒
に，何百人と育てられた，日本出身の方です．そ
の思い出を，息子・田内基さんから聞いた感想で
す．
　Aさんという，障碍児を持つ子どものお母さん
の感想．「私たちの日々の生活の中で，どこの国で
も助けを求める子どもがいるのか．自分が平和ボ
ケしていいのかと感じた．子どもたちに悲しい思
いをさせているのは，いつも大人が関わっている
ことが多く，ときにすべてを奪ってしまう．もっ
と世界中一緒に，大人が考えていかなければいけ
ないのでは」という感想です．
　続けて，「自分の子ども以外のすべての子ども
に，惜しみなく愛情を注ぐのは難しいのに，なぜ
そこまでできたのか驚かされる．自分自身の 4人
のお子さんを施設の子どもさんと一緒に生活させ
ながら，育てたわけです．本人は，とても寂し
かったそうです．あるいは，故郷の日本に帰りた
いと，心の中で思うことはあったと思うが，ここ
にいる子どもたちの笑顔のために頑張っていたと
思うと，同じ母親として切なく感じました」とい
う感想．
　そして，自ら県協会と一緒に活動したい事柄と
して，「子どもからお年寄りに至る人々を，社会か
ら孤立させないためにどうしたらよいのか」とい
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うこと．もう一つ．自分の子どもさんも，今，中
学生です．ダウン症です．「虐待をなくせないの
か．思春期の子どもたちが置かれている社会の問
題」，これにも，関心を持っているという感想でご
ざいました．
　次のページは，市民ソーシャルワーカーになる
気づきの広がりの課程でございます．目標は，市
民が人々の生活課題を一緒に支援する仲間になる
ということですが，3つの段階に分けて整理して
みました．
　第一段階は，養成講座に代わる基礎課程です．
まず，存在として，自ら障害を持つ子ども，ある
いは，認知症を持つお年寄り，親．そういう生活
課題を持っています．その生活課題に，ホームヘ
ルパーや療育事業所，行政等の資源による社会支
援を受けています．そこにおいて，本人たちが，
社会的支援の価値，方法に基づくソーシャルワー
クの利用を行う．それから，対象者．これは，参
加者が関わっている家族，つまり本人たちです
が，対象者を支援する方法，ニーズを一緒に事例
を通して考える．対象者の支援をしている，お世
話になっている人たちの役割と，家族である自分
の役割を考える．そして，対象者支援を進めるた
めの協力の案をつくることを，ソーシャルワーク
を学んだ上で考えるということです．
　第一段階は，利用者を支援する視点・方法を学
び，協力の輪をつくることです．
　33名のうち，30名が修了しました．その中で，
先ほどの実践課題に関心を持たれたという方が，
10名で，応募したのが，第一段階としての継続講
座です．
　自分だけではなくて，他の人の生活課題にも注
目する．その生活課題を一貫して支援してる人の
話．先ほどの，田内千鶴子さんのお話のようなこ
とを学んだ．その人の支援の方法等を聞いて，自
分に当てはめてみる．これは，実は，切なくなる
か．ソーシャルワーカーとしたらどうなのか．そ
して，自分のやることを考える，というプロセス
でありました．
　第二段階は，他の生活課題の支援に視野を広
げ，自分のやれることを考えることです．

　第三段階は，これからのことですが．県ソー
シャルワーカー協会と，応援してくれている各事
業所の協力，バックアップのもと，特定の課題を
選定して，その活動に関わっていくという自分
を，先ほどの，生活課題を持つ人々を支援する同
じ仲間を見いだして，人々の生活課題に一緒に支
援する仲間のグループに入っていくという，そう
いうプロセスであります．現在，継続しているの
は 6人ですけれども，そのうちの 4人が，障碍が
ある子のお母さんであります．
　第三段階は，共通の生活課題に仲間とともに取
り組むことです．
　次のページは，システムとして整理してみよう
と思います．これは，未完成でありますが，対象
を，個別の問題，地域の課題，県・国レベルの課
題と，ミクロ・メゾ・マクロへと作成して，整理
していきました．
　当事者は，サービスを利用する．次に地域的に
は，学習に参加する．さらに，全県，全国的には，
当事者団体に積極的に参加していく．そして，当
事者は何をしているかというと，家族の日常のケ
アをしている．そして，グループ活動者になって
いる．団体を通して，ソーシャルワーカーにも
なってもらえるいうことであります．それを，生
涯学習．これは，イコール生涯実践の側面を併せ
持つと思いますが，ミクロは養成講座に参加す
る．メゾは，継続講座に参加する．マクロは，課
題活動に参加するという発展段階があるのではな
いかということです．
　次のページに，協会の役割，事業所の役割，当
事者の役割をまとめてみましたが，それぞれが大
切であります．ただし，これは仮説の段階ですの
で，もっと整理していきたいと思っております．
　最後に，地域プランニングとしては，まだ具体
的なまとめはできておりませんが，ポイントだけ
申し上げますと，主催は，当事者と協会と各事業
所の協力による．目的は，市民がソーシャルワー
カーになって，それにより地域に日常的支援の輪
を実現していく．その方向で，各市民がソーシャ
ルワークを学び，協力者になる．利用者，家族，
支援者，住民が協力してネットワークをつくる．
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そういうことを行う課題別のグループづくりはま
だ具体化しておりませんが，県協会としては当事
者の活動を支持して，各事業所と当事者家族の協
力を促し，活動の方向を明らかにし，高めていき
たいと思っております．
　ご清聴ありがとうございました．
　小西：ありがとうございました．市民ソーシャ
ルワーカーという言葉は，あまり聞きなれない方
もいらしたかも知れませんが，本当に住民の主体
形成，福祉の学習としての気づきの広がりや活動
の発展において，各事業者とともに協力の輪を広
げていこうというお話をいただきました．ありが
とうございました．
　それでは続きまして，日本社会福祉士会から，
「生活困窮者自立支援法に基づく『子ども支援を通
じた地域づくり』の取り組み」について，小林さ
ん，高橋さん，よろしくお願いいたします．
　高橋：今，ご紹介いただきました，日本社会福
祉士会で担当理事をしております高橋修一と申し
ます．今日は本会の取り組みを紹介させていただ
きます．どうぞよろしくお願いいたします．
　まず，具体的に，生活困窮者自立支援法の施行
を前に，日本社会福祉士会はどのようなことをし
ているのかということを，64ページ，65ページ，
（1）～（5）まで，主な取り組みとしてあげておりま
す．
　その中で，（2）の部分で，ソーシャルワークの
視点に基づく生活困窮者支援研修の開催というこ
とで，今回発表していただく小林さんにもご参加
いただいた新しい制度の中核的な役割を担う主任
相談支援員向けの研修になります．国で標準研修
を行うんですが，スキルアップ的な位置づけで，
本会が企画立案し昨年から研修をおこなっていま
す．
　そのときに，問題意識として 64ページの中段，
①～③にある主任相談支援員に求められている役
割というところが，社会資源開発と地域づくりを
行う能力です．
　個別，ミクロ的な支援からマクロというところ
で最終的には，困窮者支援を通じた地域づくりを
行うことです．ただ，実際，現場でどれぐらい，

どの程度できるのかといったところは，まだまだ
問題が多いのが実態です．
　そうした現状を踏まえまして，64ページ，65
ページに研修の具体的な手法として，本会では，
従来から開発しているツールを使って，課題分析
を踏まえてどんな社会資源を開発できるのかって
いうことを研修で実際におこなってみて，そこか
ら現場で活かせるスキルを持ち帰ってもらいまし
た．
　その具体的なツールが企画シートと言いまして
もともと地域包括支援センターの社会福祉士向け
に開発されたものです．それから発表の中でもあ
ると思うんですけれども．このシートは，ひと言
でいうと，いろいろな組織や団体でも使う「企画
書」に類似したものです．
　例えば，ある事業を起こすときに，課題を分析
して，その分析結果を踏まえて，課題が何かを明
確にして，じゃあ，具体的にこういう取り組みを
しましょうって，いろいろステップを踏むのが王
道です．
　その一連の流れを，ソーシャルワーク，地域を
基盤としたソーシャルワーク実践の中でも，この
企画シートに落とし込んでやってみようというこ
とで，研修の中で取り組んでいただいた次第です．
　その中で，地域の社会資源の組織化ですとか，
今自分たちの地域，どういう状況なのかっていう
ところを，改めて言語化，数値化，可視化して，
その上で，今，何に取り組まなければならないの
かというようなところを認識してもらうというよ
うな中身でございました．
　また，地域に働きかけるときの，何をしなけれ
ばならないのかというようなところが，それぞれ
の参加者の中で見えてきたというところでありま
す．
　今回，これから発表していただく小林さんは，
この研修をきっかけに，従前から社会福祉協議会
で地域を基盤とした実践を行ってらっしゃいまし
て，地域の様々な社会資源や福祉関係者，福祉の
サービス事業所などの組織化に取り組んでまいり
ました．
　その実践フィールドの中で，子ども支援に関わ
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る領域の関係者間のネットワーク化が進んでいな
いことに気づき，子ども支援をひとつのキーワー
ドにして，生活困窮者支援と結びつけて，支援に
関わる方々や行政等を巻き込みながら，現場の課
題を共有し関係者を組織化し，社会資源開発につ
ながる道筋を実践していったプロセスを，これか
らご紹介，発表していただけるというふうに思っ
ております．
　どうぞ，小林さん，よろしくお願いします．
　小林：今ご紹介いただきました，東京にありま
す豊島区民社会福祉協議会の小林聖子と申しま
す．よろしくお願いいたします．では，座って発
表させていただきます．
　今，高橋さんからご紹介いただき，私自身，日
本社会福祉士会の会員ではありますけれども，今
回は，その立場で発表させていただくというより
かは，主任相談支援員研修に参加し，研修を受け
た立場での取り組みというところで，お聞きいた
だければと思います．よろしくお願いいたします．
　今日の抄録の中に掲載されていないのですが，
研修の中で実際に課題として出された「企画シー
ト」というツールが，今，前に表示されているも
のです．この「企画シート」を研修の中で，自分
自身で取り組むことによって，今日これからご報
告をさせていただく取り組みが整理されて，進め
ることができた，というツールになります．
　若干，まだやってないところもありますが，可
視化をする，そういった整理をしていく，評価を
していくということがとても大事だということ
が，研修に参加をして感じたことになります．
　あと，合わせて，この「企画シート」のほかに
「評価シート」という，取り組みを評価するシート
があり，それも事前課題として取り組み，研修の
中で，グループワークで評価をしあいました．や
はり各地域と比較することによって，自分自身の
地域ができていることと，できていないこととが
客観的に理解できました．やはり漠然と頭で考え
ているだけではなく，対外的な説明をしていくた
めに，見える化していくこと，説明をしていくこ
とがとても大事だというのが研修を通じて学ばせ
ていただいた点になります．

　それでは，お手元の抄録 66ページ，67ページ，
こちらをご覧ください．
　今回，生活困窮者自立支援法に基づく「子ども
支援を通じた地域づくり」ということで取り組み
を挙げました．そもそも今年 4月 1日から，全国
の福祉事務所設置自治体が，制度に基づき必須事
業である自立相談支援機関という相談窓口を設け
ています．私ども豊島区民社会福祉協議会では，
昨年の 6月からモデル事業という形で，本格実施
の前から受託しておりました．
　制度の中で任意事業がいくつかあり，その中
で，子どもへの学習支援等という事業がありま
す．豊島区ではモデル事業の段階では，任意事業
は実施していなかったのですが，必須事業の中
で，そこも意識しながらモデル事業をやっており
ました．
　具体的にどんなことをしていたかというと，
（1）のモデル事業の施策にも書いておりますけれ
ども，窓口にご相談にいらして，主訴として子ど
もに関する相談がなかったとしても，世帯にお子
さんがいらっしゃるということであれば，お子さ
んの状況のアセスメントをしたりとか，必要に応
じて訪問をしたりとか，学習支援団体につないだ
りというようなことを，モデル事業の中でやって
おりました．
　地域で学習支援活動をしている団体がいくつか
あり，もともとそういう団体の活動を知っていた
という経過もあり，つなぎをするにあたって，団
体との情報共有が必要だという認識を持っており
ましたので，団体の定例ミーティングに毎回参加
をさせていただくようになりました．
　もちろん実際の活動の場にも行かせていただ
き，どんな活動をしてるか把握させていただきな
がら，ミーティングでの情報共有をする中で，（3）
の課題の認識になりました．
　やはり活動する上での課題，問題とか運営面で
の課題もありますし，学習支援という活動をして
いる中で，そこに来られている子どもはいいので
すが，ニーズはあるはずなのに，そこにつながり
きれてない子どもがどれくらいいるかも把握でき
ない．あと，お子さんとつながりを持てても，そ
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中
間

課
題

②
実

施
後

の
成

果
と

課
題

・
①

の
意

見
交

換
会

の
開

催
し

か
ま

で
で

き
て

い
な

い
が

、
既

に
顔

を
知

っ
て

い
る

メ
ン

バ
ー

も
い

た
が

、
初

め
て

顔
を

合
わ

せ
た

メ
ン

バ
ー

も
お

り
、

お
互

い
の

活
動

を
知

り
合

う

き
っ

か
け

と
な

っ
た

。
早

速
、

お
互

い
の

活
動

を
見

学
し

あ
う

な
ど

し
て

、
連

携
を

と
る

た
め

の
具

体
的

な
話

し
合

い
も

も
た

れ
て

い
る

。

・
活

動
を

す
る

う
え

で
の

課
題

や
希

望
す

る
こ

と
な

ど
、

意
見

が
活

発
に

出
さ

れ
、

今
後

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
構

築
を

し
て

い
く

う
え

で
ど

の
よ

う
に

メ
ン

バ
ー

を
人

選
す

る
か

、
ど

う

や
っ

て
課

題
を

共
有

・
解

決
し

て
い

く
か

具
体

的
な

ア
イ

デ
ィ

ア
も

出
さ

れ
た

。
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
体

を
立

ち
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げ
る

こ
と

に
関

し
て

は
、

ど
の

立
場

の
メ

ン
バ

ー
か

ら
も

了
承

さ
れ

た

が
、

課
題

も
あ

る
た

め
、

次
回

課
題

に
つ

い
て

の
検

討
を

行
う

こ
と

と
な

っ
た

。
（

そ
れ

ぞ
れ

の
活

動
は

尊
重

し
つ

つ
ビ

ジ
ョ

ン
を

ど
う

共
有

す
る

か
、

個
人

情
報

保
護

の
問

題
等

）

・
行

政
担

当
者

に
つ

い
て

、
ま

ず
は

「
生

活
困

窮
」

担
当

を
巻

き
込

ん
だ

が
、

今
後

「
子

ど
も

」「
教

育
」

等
の

部
署

へ
の

働
き

か
け

方
に

課
題
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る
。

①
対

象
地
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の

現
状

、
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値
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デ
ー
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ー
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駅
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池
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し
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面
積
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万

強
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口

密
度

日
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一
の
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密
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マ
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能
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ら
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事
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で
相

談
支

援
員

が
「

子
ど

も
支

援
員

」
を

兼
務

、
子

ど
も
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る
世

帯

に
対

し
定

期
訪

問
・

学
習

支
援

団
体

へ
の

つ
な

ぎ
等

を
実

施
し

て
い

る
。

・
総

人
口

人
う

ち
年

少
人

口
人

（
％

）

・
区

立
小

学
校

２
２

校
区

立
中

学
校

８
校

・
無

料
学

習
支

援
団

体
７

団
体

１
０

か
所

（
う

ち
か

所
は

社
協

で
実

施
）

・
生

活
保

護
率

‰
（

保
護

人
員

人
の

う
ち

年
少

人
口

は
人

）

企企
画画

タタ
イイ

トト
ルル

子子
どど

もも
支支

援援
をを

通通
じじ

たた
地地

域域
づづ

くく
りり

①
地

域
に

お
け

る
個

別
課

題

現
在

、
子

ど
も

へ
の

支
援

活
動

を
そ

れ
ぞ

れ
の

団
体

が
地

域
内

で
展

開
し

て
い

る
が

、
「

生
活

困
窮
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「

福
祉
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「

教
育
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と

様
々

な
テ

ー

マ
に

分
か

れ
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た
め

、
行

政
の

ど
こ
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窓

口
に

な
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か
が
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き
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お
ら

ず
、
団

体
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活
動

へ
の

支
援

が
バ

ラ
バ

ラ
に

実
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さ
れ

て

い
る

状
況

が
あ

る
。

※
な

ぜ
、

上
記

の
課

題
を

取
り

上
げ

た
の

か
？

現
状

分
析

①
期

待
す

る
効

果

地
域

で
活

動
を

し
て

い
る

団
体

と
行

政
、

社
協

が
連

携
で

き
る

体
制

を
つ

く
る

こ

と
に

よ
り

、
今

後
の

方
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性
や

ビ
ジ

ョ
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の
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有
、

ま
た

活
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す
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援
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う
に

な
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➡
シ
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支
援

活
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を
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➡
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➡

ア
ウ

ト

リ
ー

チ

①
計

画
時

（
１

２
月

２
２

日
記

入
）

②
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催
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催
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②
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催
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催

②
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もそも子どもの課題は子ども自身の課題というよ
り，親や保護者を含めた課題であることがほとん
どで，そこを支援していく，解決していく仕組み
をつくっていかなければいけないということを，
日々漠然と考えていました．
　会場確保の問題については，それぞれの団体で
行政とのつながりは持っていたのですが，その窓
口がバラバラだったんですね．生活保護の担当で
あったり，子ども支援の担当だったり，教育委員
会だったり．支援はされているけれども，その内
容や条件がバラバラという状況でした．
　そういう中で，（4）行政との情報共有というと
ころにつながっていきます．モデル事業として子
どもの支援に取り組んでいる中で，本格実施に向
けて，豊島区としてどういう子ども支援をしてい
くかという話し合いを進めていく中で，やはり行
政としては，「ほかの先駆的な自治体に倣ってこ
ういうのをやってください」というような話も出
ました．しかし，他でやってるのを，同じ形で実
施しているだけでいいんだろうかと，非常にモヤ
モヤとした思いがありました．
　あと，これはもう経費上の問題なんですが，当
時モデル事業としては，相談支援員が 2名しかい
なかったので，2名の体制の中で，週 1回の学習
支援事業を運営していくことが，経費上も体制的
にも明らかに無理だとわかっていましたし，そこ
の部分で別に人件費がつくということも見えない
部分もあったので，学習支援事業を丸々受託して
やっていくことには限界を感じておりました．
　そういうこともあったのと，すでに活動をして
いる団体が区内にたくさんあったので，地域です
でに活動をしている団体を巻き込みながら，受託
という事業の中で，何かいい形としてできること
はないのだろうかということを考えておりました．
　その状況のときに，日本社会福祉士会主催の主
任相談支援員スキルアップ研修に参加しました．
最初は，事前課題もあり，日々の業務の中で，研
修に参加するのが大変でしたが，大変かつ，実り
の多い研修になりました．
　前期研修が終わり，後期研修との間に中間課題
が出され，その内容が，自立相談支援事業の見え

る化のために，事業周知の企画をし「企画シート」
を作成，実際に周知活動を行う，というものでし
た．
　そのシートが前に出されているものです．左側
は，現状分析をして，その中でどのような個別課
題があるかを考えて，そしてねらい，どういうこ
とを目標にしながらやっていくか，それをやるこ
とでの効果を整理をし具体的な取り組みの予定，
内容，メンバー，スケジュール，活用するツール
について，「企画シート」に落とし込んでいきまし
た．真ん中には，企画段階の内容を入れ，そして
右側には実際に取り組んでの結果を振り返る，と
いう形のシートになっています．
　研修の中間課題ということで出されたので，最
初は，このテーマとは全然別のもので，新しくで
きた制度を，チラシをまいて周知をしようとか，
その程度の企画しか考えていませんでした．実際
に中間課題を提出する段階になって，ちょうどモ
ヤモヤしていた時期とタイミングが重なり，この
「企画シート」を活用して，地域の中で生活困窮と
いうことを，どういうふうに周知していけるんだ
ろうかということを，視点をちょっと切り替える
中でイメージしていきました．
　具体的な取り組みとしては，誰に向けて何を周
知していくかというところを考えました．生活困
窮者自立支援法といっても，「生活困窮」という言
葉が，あまり明るいキーワードではないというこ
ともありますし，また生活困窮者の問題という
と，どうしてもその方個人の自己責任と思われて
しまい，自分からSOSが出しづらいというような
こともあり，なかなか地域と交われないでいると
いうことを，アセスメントの中で感じていまし
た．そこで，あまり生活困窮ということを前に出
すのではない形，でも，新しい制度ができて，こ
ういう取り組みをしているんだということを，地
域に向けて発信をしていく必要があるという中
で，まずはすでに子どもに関する活動をしている
方に向けて制度の周知をしていくことを考えまし
た．
　子どもの支援をしている方たちは，今の「貧困
連鎖の防止」という言葉にすごく関心を持ってい
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らっしゃるので，そういう部分で生活困窮と結び
つけやすい部分がありました．子どもに向けた活
動をきっかけに，そういう関心を持っている方に
向けてここで生活困窮という課題も結びついてい
るということですとか，地域の中で，それぞれの
住民の方にもできる活動があるんだということ
を，まず発信をしていくということをねらいとし
て位置づけました．
　それと合わせて，学習支援に参加する子どもた
ちのそこから親につながっていくのが，なかなか
これまでの活動の中で難しい部分がありました．
そこを新しい制度の中で，親や保護者の困窮状態
にどう介入していくか，そこを目指しているんだ
という部分を軸にしたところで，関係ないと思っ
ている方々を巻き込みながら，親につなげていく
ような形で，生活困窮を通じた地域づくりという
ことができないのかなというふうに進めていきま
した．
　あとは，内部の調整等ですね．行政への働きか
けは，地道におこなってきました．現在の状況と
いたしましては，団体と意見交換をずっとコツコ
ツと重ねて，どんな課題を感じているかという声
を，状況を交えて話をする機会を設けてきました．
　成果として一つできているのが，そもそもの課
題として挙げられていた会場確保について，行政
の独自の持ち出しで，会場使用料の助成という制
度が新たにできました．あと，会場を優先的に確
保できるルールづくりを，部局を超えた形で取り
組みができ始めています．
　団体間の連携も深まってきておりまして，同じ
活動をしている，同じ目標を持った団体が連携を
することによって，共通の課題，どこの団体もボ
ランティアの確保ですごく苦慮しておりますの
で，共通で募集をして，育成をするという形や，
広報や，あと個別事例のケースの中でも連携する
という仕組み，協力体制ができてきております．
　あと，地域の中にいくつか団体があるんです
が，どうしても空白地域の，活動がない地域もあ
ります．そこに新しい活動を立ち上げ，その支援
に関わったりするような取り組みも生まれてきて
います．

　ただ，やっていく中での課題というか今後の展
望も出てきています．現場レベル，学校を巻き込
んだ形が今少しずつできてきていますが，教育委
員会でも，今いろいろ学力向上に向けた取り組み
を検討しておりまして，そことの連携をどうして
いくかという部分で，少しずつ情報共有を図った
りとか，新しい働きかけをしたりするような形で
おこなっています．
　行政の縦割りは，組織として考えた時もうしょ
うがないなと思っております．ただ，そこをしっ
かりと，どうつないでいくか．縦割りの中で，こ
の課題を解決するのには，どこと，どこと，どこ
の部署が連携する必要があって，それをしっかり
と連携する働きかけを，どこがしていくのかとい
うところで，みんなが同じ土俵に立って，情報共
有をして，検討していけるというような，そこの
仕組みをつくっていくのが，私たちの役割だと
思っています．
　ここまでの取り組みは，比較的順調に来ました
が，今後は，地域で活動している方の声を，どう
やってつないでいくかという部分が課題という
か，今後の目標というか，展開としては考えてい
るところであります．
　今回の研修を通して，発信をしていくこと，自
分が大事にしているのは，顔を合わせること，話
をしたりとか，そういうことを，日々の中では大
事にしていますが，それを，誰に向かってどう発
信していくか，それをどう形にしていくか，そこ
が，今までの自分の取り組みの中では，すごく不
足していたということが，今回の研修に参加する
ことによって，認識することができました．この
ようなツールを使うことによって，説明がしやす
くなるというメリットがすごくありますので，い
ろいろ働きかけをしていくときに，自分の考えて
いることを可視化していくという部分で，研修，
とてもよかったです．ありがとうございました．
　報告は以上です，ありがとうございました．
　小西：ありがとうございました．法律に基づく
事業を委託されたことをきっかけに，研修の際の
シートを活用されて，着々と，生活困窮者と子ど
もという閉じた部分だけではなく，安心して過ご
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せる場をつくることに視野を広げて，実際に行動
を起こしていかれた成果についてお話ししていた
だけたかと思います．ありがとうございました．
　それでは続きまして，日本精神保健福祉士協会
より，「精神障害者の退院促進・地域移行支援，障
害者の相談支援・地域生活支援」というタイトル
で，岡部さん，田村さんよろしくお願いいたしま
す．
　田村：こんにちは．ただいまご紹介いただきま
した，日本精神保健福祉士協会の田村と申しま
す．よろしくお願いいたします．
　岡部さんのご紹介をいたします．私が岡部さん
と最初にお会いしたのは，もう10年以上前の精神
保健福祉士の学会だと思います．そのとき，岡部
さんは，新潟県の精神保健福祉士協会の会長さん
をされていました．学会では，職員の方の満足度
を評価して，それが利用者さんにどんな影響を与
えるかということの発表を岡部さんがされまし
た．私がその分科会の座長で，これが最初の出会
いだと思います．
　その後，精神障害者の地域移行支援事業が始ま
り，新潟での震災の直後ぐらいでしたけれども，
新潟県精神保健福祉士協会が県の委託を受けて研
修会を行うというときに，私を呼んでいただい
て，お伺いして再会しました．
　長年新潟県でご活躍してこられた岡部さんです
が，今年の春，東京の荒川区で法人を立ち上げら
れて，相談支援事業所を始めておられます．そし
て，その隣の区に，私が後見人をしている方がい
らっしゃって，被後見人の方の相談支援専門員と
して，岡部さんに関わっていただくという幸いを
得ました．
　この仕事を通して初めて，個別の支援において
岡部さんがどのような関わりをされるのかという
ことを知りました．あまり打ち合わせはしないの
ですが支援観をお互い共有しながら，1人の方を
支えることができていて，すごくその点は助かっ
ています．
　その方（被後見人）は，60代の統合失調症の女
性で，つい最近お父様がご自宅で急死されてしま
いました．ゴミ屋敷のような状況のお家に住んで

いらっしゃって，区の保健師さんからは，「生活を
立て直すために，入院したほうがいいんじゃない
か」というお勧めもあったんですが，入院という
形を取らずに在宅生活を支援していくにあたり，
岡部さんの事業所で，すごく助けていただいてい
ます．
　何故この話をするかといいますと，皆様も当然
ご存じだと思いますが，精神保健福祉士の役割と
いうのは，精神障害のある方々の人権擁護を中心
的価値に据えており，その方々が自分らしく生活
することを支えていきたい，そのために自分たち
は何ができるかを考えたい，そういう思いで仕事
をしてきています．
　精神保健福祉分野のソーシャルワーカーは，長
い歴史を持っていますが，16年前に国家資格がで
きたこともあり，少しずつ法律の中に位置づけら
れ，また精神障害をお持ちの方は，入院中心から
地域生活中心へと国の政策転換がなされる中で，
徐々に生活の場を地域に移してこられていること
に合わせるようにして，その活動拠点も，病院の
みではなく地域へと広がりを見せてきています．
　こうした状況の中でも，まだまだ精神障害のあ
る方たちが自分らしい生活をしていくことに十分
な制度があるわけではありませんし，国民の理解
が進んでいるわけでもありません．そういう中で
は，一人ひとりの方を支援する上で感じることで
すとか，いくつもの事例に共通の課題をいかに施
策展開に結びつけていくか．そういう役割が，非
常に重要になってきていると考えています．
　今回，「ミクロからマクロへ」ということですと
か，アドボカシーというテーマをいただきました
が，まさに私たち精神保健福祉士の役割は，そこ
にあると思いながらこれまでも実践してきました．
　岡部さんの場合は，特に新潟県での実践を豊富
にお持ちです．これまでは，新潟県という地域に
おいて，他職種とも連携しながら，そして官と民
の協働する体制をつくりながら，この間，精神障
害のある方々の地域移行支援ですとか，相談支援
の充実に向けた活動をしてこられています．です
ので，そのことを今日は話していただきたいと考
えております．
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　では，岡部さん，よろしくお願いいたします．
　岡部：はい．ご紹介いただきました岡部でござ
います．どうぞよろしくお願いいたします．
　ご紹介いただきましたように，私，新潟で約 20
年間働いていました．精神科病院に勤務をして．
そして，今は自分で事業所を立ち上げてというこ
となんですが．
　そもそも精神科病院に勤務をするきっかけは，
大学の頃に行った，実習の精神科病院．鉄格子が
あって，20畳ぐらいのところに，10人近くの方が
閉じ込められていてと．その光景を見て，「見てし
まったものを，このままほっとけない」って勝手
に火がつきました．それで精神科病院に，自分が
勤務して，こういう方たちの応援ができればいい
なって，勝手に正義感が生まれて，やり始めたん
ですね．
　精神科病院に勤務して，最初に退院支援をしま
した．個別支援，最初の 3年とか 5年，一生懸命
やるんですけれども，あるとき．看護婦さんが「岡
部さん，そんなに頑張ったって，どうせまた戻っ
てきちゃうよ」っていうふうに，自分の心を折る
ようなことを言うわけですね．「こんな看護師の
いる病院には，絶対戻したくない」って，また勝
手に心に火がついて．
　その時はですね，この病院をなんとかしたいと
か，この患者さんをどうにかしたいとか思ってる
わけですね．もし自分の家族が入院するとした
ら，自信を持って自分の病院，紹介するとか，自
分の勤務してる病院だから，誇れるような病院に
したいと思ってやってるわけですけども．
　そこで，後ろから刺されるようなこと言われる
と，火がつくわけです．こんな病院には置けない．
それでも病院をよくしたいって思いながら，地域
移行を一生懸命してきたわけですけれども．なか
なか病院がよくならないというか，一部のスタッ
フは一緒に頑張れるんだけれども，病院全体とし
て地域移行に進んでいくぞという雰囲気に，なか
なかならない．限界を勤務してから 3年～5年目
ぐらい感じました．
　どうしたらいいのかなっていうふうに思ってい
たときに，内側からこういうふうに頑張っても駄

目だったら，病院外の使っちゃったほうがいいん
じゃないかなというふうに思って．市町村の力を
借りたりとか，保健所の力を借りたりして，
「ちょっと病院に働きかけてほしいんだよ」ってな
ことを，裏で手を回しながらやりました．保健所
の職員とか，市区町村の職員，異動があったりし
て変わりますから，うまくいきそうだなと思って
も，また元に戻ってしまう．これは，一人ひとり
の掛け合い交渉っていうのが，やっぱり駄目だ
と．全体のシステムとしてやっていかなきゃ駄目
だっていうふうに感じ始めて．
　勤務してから，6～7年ぐらい経ったかなと思い
ます．その頃は，精神障害者の地域移行っていう，
論調にはなっていましたけれども．認知症の早期
発見・早期対応地域のシステムのどうするかって
いうことを，一生懸命考えてた時代が，たぶん平
成 12，3年ぐらいの頃だと思いますけれども．
　そのとき，保健所にいた保健師が非常に有能
で，認知症のシステムづくりをしてたんですね．
このシステムをつくるのに，一緒に参加させても
らって．そのシステムは一度できると保健所の担
当者が抜けても，脈々と流れていくんですよね．
脈々と流していくために，時々肥料をあたえたり
とか，水をあたえてやったりと，手入れが必要な
んですが，「あっ，これだな」っていう風に思いま
した．
　行政と手を握りながら考えるということじゃな
くて，もう少し病院をよくしたいんであれば，そ
の周りの地域自体を，県レベルとか，圏域レベル
でよくしないと，これはいつまで経っても，1人
の力じゃ無理だと．他者（特に県）の力を借りな
きゃいけない．なんていうことを考えました．
　そういったことを考えたのは，さっき言った支
援 8年，ちょうど 10年ぐらい．自分が勤務してた
10年ぐらい経った頃ですけれども．大体こうなる
と，ちょうど平成 16年の精神保健福祉の改革ビ
ジョンが出て，7万 2,000人を退院させるという波
が起きてきたわけですね．「ちょうどいいな」と
思って．病院のほうも，そういう方向に持って行
かなきゃいけない．だんだんそういうふうになっ
てきて．
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　でも，自分が個別支援をしながら，地域にどん
どん出るもんですから，退院した方をサポートを
するために，今度は自分が外に出なくてはいけな
くなるんですね．病院に所属してるけれども，だ
んだん病院にいないソーシャルワーカーになっ
て，仕舞いには，私は病院にいなくていいと．「外
に相談支援事業所をつくるから，お前，そこで働
け」っていうふうな話になって，障害者自立支援
法ができたこともあって，そこで仕事をするよう
になっていきます．
　何が言いたいかというと，システムを作るため
にはどうしたらいいかなと思ったときに，そのた
めには県の本丸とかと，かなり協力し合いなが
ら，やっていかなきゃいけないということをお伝
えしたい訳です．
　新潟では平成 16年と平成 19年に地震が起きま
して．私がちょうど住んでるエリアとか，活動し
てるエリアが，震源地だったものですから，2回
とも被災してるんですね．
　そのときに，近所はキャンプみたいな感じで，
県庁の精神保健福祉の部局や障害福祉の部局と一
緒にこのピンチを乗り切らなきゃいけない状況に
なりました．そして，そこでずいぶんコミュニ
ケーションが深まって，私と県と，かなり太いパ
イプができはじめたというのが，平成20年ぐらい
の頃の話です．
　ですから，制度の変遷の中で，被災経験も含め
ていろいろな出来事を絡めながら，官民協働の仕
組みをつくってきたというか，つくってくること
になったというのが，本当のところです．
　そんなわけで，県と一緒に話ができるように
なったんですけれども．よくよく話してみると，
行政も我ら民間も結局，目指してるところは一緒
なんです．たぶんそれがわからないで，お互いに
様子見をしちゃうので，良い取り組みが進まない
んだと思います．ですから，本音で話し合うコ
ミュニケーションを重ねていけば，目指すところ
は一緒．目指すところ一緒とわかったら，じゃあ，
それを実践するためにどうすればいいかなって，
議論が進むんですね．いろんな地域を見てると，
そこがうまくいってない地域も多いなぁと感じて

います．
　地域移行を進めるためには，県のシステムをつ
くらなきゃいけないと私は思っているのですが，
PSWと行政だけが，そこを話し合っててもダメ
です．
　地域移行は確かに精神保健福祉士が頑張るべき
ところではあるのですが，他に大事な職種として
看護師もいますし，相談支援専門員もいますし，
作業療法士もいるし．また精神科病院協会の先生
方もいるし．地域移行に携わるいろんな方が力を
合わせてやっていかないと，うまくいかないと
思ってました．
　地域移行に関係する多職種や多団体が地域移行
を推進するために都道府県レベルで会議を行うと
ころが多いですが，会議を開いても大体進まない
んですよね．みんな，いいことだけ言ってあとは
解散ですから．会議だけをやるのではなくて，そ
のメンバーで地域移行を推進するための研修を企
画して，そこで研修を開催するプロセスの中で
チームワークを高め，研修を成功させる中で，多
職種多団体の足並みをそろえることが大事なんで
す．
　そして，それが単発で終わるのではなくて，持
続するような形に持って行こうなっていうこと
で，新潟県では，地域移行の特別対策事業でお金
がずいぶんついたもんですから，そのお金を，1
団体が活用するのではなく，地域移行支援に携わ
るみんなのお金として，有効活用していくような
システムを官民協働でつくりました．
　今回のテーマであるアドボカシーの視点を持っ
た，いい人材をつくってくために．また，ミクロ
のことだけじゃなくて，マクロのことも考える人
材をつくっていくためには，やっぱりこういう，
いろんな研修をやるにしても，研修における人材
育成の狙いっていうのを絞ったほうがいいのか
なっていうふうに，僕は思ってるんですね．
　多くの研修で，いろいろ基礎的な研修とかある
と思いますけれども．やっぱりまずは，本人中心
の支援ができる人材を養成しなきゃいけないとい
うふうに思いますし．本人中心の，チーム支援が
できる人材っていうのをつくっていかなきゃいけ
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ないというふうに思います．
　さき程お示したような多職種連携研修をしてい
くターゲットっていうのは，本人中心の支援がで
きる人材というのは，当たり前として参加しても
らいます．それができない人は，まず基礎研修か
らやってくださいということです．多職種連携研
修のようにターゲットを各病院の中核となる人と
か，各圏域で中核となる人としている場合は，本
人中心のネットワークづくりができるようなとこ
ろを目指したりとか，そういった人材育成ができ
る，指導者を養成するようなところを意識して，
都道府県の仕組みの中に位置づけていかなきゃい
けないんじゃないかなっていうふうに思います．
　要は，アドボカシーがきちっとできるために
は，この 1番とか，2番は，基礎的に，もう当然
学んでおかなきゃいけないと思うんですけれど
も．官民協働していくとか，他職種で連携すると
か，院内のチームを動かすとか，圏域のチームを
動かすとか．そういう人材をたくさんつくってい
くためには，こういった 4番とか，3番を狙って
いくっていう必要があると思いますし．または，
そういったところを，仕組みづくりができる人
材っていうことも，また大事だっていうふうに思
います．
　新潟でこういう仕組みをつくったからどんどん
地域移行が進んだかっていうと，正直そんな進み
ません．しかし，地域の課題を官民協働多職種連
携で考える土壌作りは随分進んできたと思いま
す．狙いとしては多くの人が退院できるようにな
るということは当然なんですけれども．数だけで
はなくて，よりよい精神保健福祉医療体制を新潟
県内に作っていけるかというところを狙って，そ
のために多職種連携研修をやるとか．多職種連携
研修をやるために，多職種で検討する場を持つと
か．数年先を見据えた場合にそういうものを，県
の協議会やビジョンとか，施策の中に，やっぱり
そういうのが必要だっていうふうに位置づけるな
どの取り組みが必要だと思います．
　そういうことを，我らは働きかけていかなけれ
ば，本当の個人のアドボカシーっていうのは，守
れないんじゃないかなっていうふうに思っていま

す．
　田村：岡部さん，ありがとうございました．
　今，人材育成の話が中心になったように思いま
す．日本での精神科病院の中に取り残され，その
まま死を迎えそうな長期入院者がたくさんいると
いうことが問題視されて，その方々をなんとか地
域生活に移行支援できないかという動きが，地域
移行支援事業の始まりだったと思うんですね．そ
して，障害者自立支援法成立時にこれが各都道府
県の事業に位置づけられました．ただ，都道府県
によって取り組みの仕方や度合いは違っていたと
は思います．
　先ほどの話とつながる面もありますが，この事
業の成果の評価というか，どういうところで評価
するかがポイントになります．県によっては，「何
人退院した，そのあと何人は再入院しないで済ん
だ」といったことで評価しているかもしれません
が，それ以外の評価というか，地域にもたらした
影響や支援者自身にもたらした影響など，こうし
た評価について岡部さんはどのようにとらえてい
らっしゃるかを語ってくださいますか．
　岡部：地域移行の，人数評価以外のことですよ
ね．地域移行をきっかけに，話し合うテーブルが
各地域とか，県にできて．それで，「もう地域移行
の事業が終わったから，もうテーブル閉じちゃお
う」っていうふうになったところが駄目なところ
ですね．それをきっかけに，多くの仲間が集まっ
た，多くの団体が集まったりして，「ああ，こうい
う場が必要だよね」っていうことになり，そこか
ら地域移行の事業が終わったり，我が県では進ん
できたけれども，まだまだ精神保健福祉体制とし
ては不十分だと．国が新規入院患者の方は，1年
以内に退院していただくという方針ができたけれ
ども．たとえば，我が県では，まだまだ退院でき
ない．1年以内に退院できない人が多いから，早
期退院を進めていくためにどうしたらいいかとい
うことを考えようじゃないかとか．そういうふう
に，きちっとスライドしていって，地域移行を
きっかけとした仕組みがその後も，形を変えて生
きているような感じのところが，先行しているん
だろうなっていうふうに，僕は思います．
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　田村：そうですよね．ですから，一つの事業を
実施するときに，それも戦略として使う．そうい
う発想が，やっぱり大事なんだろうなと思うんで
すね．
　制度が変わり，別の制度ができてくると，それ
に追っかけられ，あるいは追い回されて，要綱通
りにやらなくてはいけないということで，がんじ
がらめになってしまいがちです．でもそうではな
くて，それをチャンスととらえて，どうやって
使っていくかっていうことだと思うんですよね．
　岡部さん，そこはどのように，チャンスをとら
えたんですか．
　岡部：チャンスをとらえたっていうか．制度に
振り回されない，制度を使いこなすっていう視点
を，みんなが持つっていうことが大事なのかな
と．これをきっかけに，なんとか同じことできな
いかって，普段考えていること．
　いつもこんなことを考えているような気がしま
すし，それは，自分が考えたことじゃなくて，全
国の団体に出たりとか，多くの先輩方と触れ合う
中で，一緒に今活動を前段階でしてますが，そう
いうところから刺激をいただいて，教えてもらっ
たというのはありますよね．
　田村：やはり自分の暮らしを実現できた利用者
の方々の，実感のこもった日々の暮らしを見てい
て，感じるところは，きっと大きいと思います．
　それでは，彼らに，もう一つ．ここから先，ど
んなものが活用できそうですか．
　岡部：地域移行じゃなくて？　なんでも？　
今，東京の荒川区っていうところにいますけれど
も，ここから先っていうのは，やっぱり僕の中で
は，今，障害福祉の相談支援の分野にいるので，
やっぱり地域，地域生活支援拠点の考え方と，こ
れから高齢者の地域包括ケアのところを，どう絡
めていくかっていう．この団塊の世代の方たち
が，2025年問題もありますから．そういった，似
たようなパッケージングがあるので，そこをどう
コラボっていくかっていうところが．それだけ地
域がフィールドになっているので，そこら辺から
考えていくために，行政の中でも，障害と高齢の
ところをあえて横つなぎできるかなってことを考

えてる．
　田村：今，国の検討会でも話題になっています
が，介護保険と統合まではいかなくても，これま
で障害福祉サービスで支えられて来た人が 65歳
を超えると介護保険に移っていくので，福祉から
保険に変わってしまいますよね．そのあたりの微
妙な状況も見据えながら，国が本当に福祉を真剣
に考えていくために，私たちが何をやらなくては
いけないかということを一緒に，これからも考え
られればいいと思います．
　このあたりで，私どもの発表を終わりにさせて
いただきます．ありがとうございました．
　小西：ありがとうございました．人権への意識
からスタートして，そこからシステムづくり，体
制づくりに対して，非常にアンテナを高く掲げ
て，「ピンチをチャンスに」して取り組んでこられ
た軌跡について，お話をうかがえたと思います．
ありがとうございました．
　それでは，4番目の最後の団体になりますが，
日本医療社会福祉協会から，「地域に必要な医療
介護提供体制にソーシャルワーカーは何を発信
し，どのように関わるか」というタイトルで，岡
村さん，早坂さん，よろしくお願いいたします．
　早坂：日本医療社会福祉協会会長の早坂と申し
ます．よろしくお願いいたします．
　今回のテーマは，地域に必要な医療介護提供体
制に医療ソーシャルワーカーは何を発信し，どの
ように関わるかということで，岡村さんから発表
していただきます．この発表の前に，医療介護提
供体制というのが，どのようになっていくかとい
うことの背景を，先に話させていただきます．
　この図は，見られた方もいらっしゃるかと思う
のですが，団塊の世代が 75歳以上になる 2025年
を一つのポイントとして，どのような医療介護提
供体制をつくっていくかっていうことを，表して
いるものです．2025年の，ここは下が 64歳まで，
ここは 65歳以上の人口比です．1.8人の稼働年齢
層が 1人の高齢者を支えるという事態になってい
ます．
　それについて，昨年度，医療介護総合確保促進
法というものが策定されました．これは，医療法
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や介護保険法などの 19本の法律を特別法として
一括で，今はやっている一括で，通して決められ
ました．この制度のポイントは，大きく 3点あり
ます．
　新たな基金の創設と，医療・介護の連携の強化．
ここでいう新たな基金というのは，消費税の増税
分を，福祉・介護・年金等に充てるということで
増税している基金です．その増税分を医療・介護
に使うとし，それを各都道府県に分配して，事業
に対して使うという基金を想定しています．です
ので，今まで診療報酬とか，介護報酬とかでやっ
ていた事業に加えて，この基金による事業を，各
都道府県で実施してくださいということになりま
す．それのポイントは，地域における効率的かつ
効果的な医療提供体制の確保．地域包括ケアシス
テムの構築と費用負担の公平化ということになっ
ています．
　このように都道府県でそういうことを実施する
のですが，この基金では，国が 3分の 2を負担し
て，都道府県が 3分の 1を負担するというもので
す．
　医療介護総合確保というのですが，難しいの
は，医療は都道府県単位で，現在は，施策が考え
られていて，介護の部分が市町村単位で考えてい
るので，そこの区域，どのような整合性を持って
提供していくかというところが，一つ難しいとこ
ろです．
　医療の中で一つ押さえたいのが，地域医療構
想．これは，レジュメのほうにもちょっと書いて
ありますが．2025年を目指して，地域に合わせて
どのような医療を効果的，効率的に提供するかっ
ていうことを各都道府県で考えてもらうようにな
ります．そのように国は昨年から動いています．
　各病院に病床機能，これは 4つに分かれている
のですが，高度急性期・急性期・回復期・慢性期
となっていて，どのように現状なっているかとい
うことを，すべての病院に報告してもらっていま
すそれで，各地域で，2025年に必要な受療量とい
うものを出して，それを基に，その地域での地域
医療の構想を考えていただくというような流れに
なっています．

　ここから，ソーシャルワーカーの関わりをどう
していくかっていうことなのです．ここに役割の
中にいろいろなところで，住民の意見を聞くと
か，有識者の意見を聞くとかいう言葉が出てくる
のですが，その協議の場，地域医療構想調整会議
という名前になったのですが，その地域で，どん
なような内容が，どのくらい必要かというところ
についても，話し合う場になるので是非医療ソー
シャルワーカーが入っていきたいと考えています．
　これが，医療ソーシャルワーカーの，今日の
テーマの「ミクロからマクロへ」ということに繋
がります．やはり実際に，これは医療ソーシャル
ワーカーが要となり，医療機関と地域とが連携を
して，患者さんが，入院を必要とするときは受け
入れて，それが終わったら，また地域に戻してい
くということでやっていきたいと思います．
　それで，今ある仕組みとしては，地域包括ケア
システムの中での地域支援会議．そこで出てきた
課題は，協議の場，あるいは在宅医療介護推進協
議会などで検討していけたらと思います．このよ
うに行政に絡んで行くには，PSWの方もおっ
しゃっているように，やはり個別ケースのたびに
マクロの視点で言っていく．行政との絡みいかに
参画していくということが，次の課題だろうと
思っています．
　目指すところは患者さんと家族の希望の生活，
自分らしい暮らしということです．そういう患者
さんの声を，きちんとわかっているソーシャル
ワーカーが，出ていくということに大きな意味が
あるのですが，なかなかその医療の世界では，医
師・薬剤師・歯科医師・看護師という，絶対的な
職種がいて，なかなかそこに入っていけないとこ
ろが，難しいところではあります．
　今日は，これから話していただく，岡村さんは，
昨年，厚労省で行った人生最終段階の医療体制整
備事業という，今，よく言われているように，ど
ういうふうに自分の最期の段階を迎えるのかとい
うことについて，各医療機関で相談体制をきちん
と整えましょうというモデル事業に参加しました．
　私，昨年厚労省にいたときに，その事業を担当
してたんですが，全国の 10病院が，モデル事業者
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として選ばれて，岡村さんのところはとてもいい
実践をされたということで，担当部署の中でも，
とても評価の高かった病院ですので，その実践を
今日紹介してもらおうかなと思います．お願いし
ます．
　岡村：北海道の西岡病院の岡村と申します．私
が働いている病院は，札幌の中心部から車で30分
ぐらいの，高齢化率 28％の住宅地にある，98床の
一般病院です．
　医療ソーシャルワーカーとして退院支援をおこ
なっているんですが，平成23年くらいに地域の介
護施設の方が，「岡村さん，看取り介護がなかなか
できないよ」とお声を，結構多く聞くようになり
ました．介護報酬の関係もあるかと思います．
　施設の看取り対策が非常にクローズアップされ
ていた時期でございまして，「そしたら，少し管理
者の方，集ってみませんか」ということで，作戦
会議をしてみました．そしたら，2つ大きな課題
が，ここで見つかりました．
　1つは，現場の介護職員の方が，看取りの経験
がないということです．もう 1つが，実際，看取
りの決断をしても，実はご意向が変わることはあ
るかと思いますが，そのときに，医療機関は対応
してくれるんだろうかという，介護側の不安で
す．以上 2つの病院と介護のいわゆる連携部分の
課題がありました．
　これは，やはり地域課題なのかなということ
で，平成 24年度，25年度，地域で勉強会をおこ
なってきました．その中で出てきた課題が，患
者・家族の意思決定支援というところであります
ので，意思決定支援の取り組みを公募して，現在，
厚労省のモデル事業をおこなったというのが，
我々の経過でございます．ちなみに，研修会の内
容なんですが，年間スケジュールを決めて，「この
スケジュールを，みんな空けてよ」という形で取
り組みをしました．
　老健，特養，有料老人ホーム，グループホーム，
在宅など体系は違えど，課題の共通点は 4つあり
まして，
　1つ目は，先駆的な事例を聞きましょうってい
うことを，まずやってみました．看取りについて，

我々もそうなんですが，看取りの体制をどうすれ
ばいいかっていうのを，一からわからなかったも
のですから，まず，体制あるところをちゃんと聞
いてみたらどうだろうと．いわゆる，電信柱を立
てるのに，向う先が分からないという取り組みに
ならないようにゴール地点をちゃんと見ましょう
という取り組みをやってみました．
　2つ目が，症例発表会をやりました．症例発表
会は，「うちの施設，こんなことすごいだろう」っ
ていう発表はやめてねと．「こういうこと困って
るので，実はこういう取り組みをしてきたら，少
し光が見えたよ」とか，そういうのを地域の中で
共有していこうという取り組みをしてみました．
結構，連帯感が生まれる取り組みでした．
　3つ目は，グループワークですね．グループ
ワークは地域の課題として出ていますから，医
師，看護師，介護施設の方も，みんな，グループ
ワーク一緒にやるんですね．テーマを決めて，い
わゆる KJ法で，ポストイットを使って，グルー
プワークをしてみます．そしたら，「うちの施設の
課題が，実はほかの施設の課題と同じだったんだ
な」とか，「こういうもの，全然聞けなかったけ
ど，実はグループワークの中で聞けて，結構よ
かったな」っていう形で，1人ずつ看取りに対し
てのハードルが，少し下がってきたのかなという
感じの印象を受けています．
　最後に，看取りの経験がないというところにつ
いては，実は当地域の 63％の介護職員の方が，看
取りの経験がなかったという回答が出ておりまし
て．なかなか看取りの経験を得るっていうのは難
しいかなっていうところでした．同時に，看取り
に対する考え方っていうところについても，積極
的に考えたいというところについては，平成24年
度，25年度，ちょっと数字が変わってきたので，
現場の介護職員の方の意識も変わってきたかなと
いうふうに思っております．
　もう 1つ，消防の件なんですが．心肺停止の状
態で，看取りの体制をしたときに，119番で消防
の方が来てしまうと，いわゆる不審死の扱いに
なってしまいます．法律的には，消防法っていう
ことで，救急隊員は各警察官と連携してねという
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形で書いています．こういうことも，ちゃんとマ
ニュアルに書いておこうよという取り組みを消防
の方に来ていただいて，講義をお願いしました．
　我々は，地域の設定を西岡・福住という地区を，
一つの地域の設定として取り組んでいるんです
が．そこの中で，看取りをおこなっている施設が，
1施設だったのですが，今もう 10施設ぐらいに広
まったんですね．我々の取り組みのすべてとは言
いませんが，少しずつ看取りのハードルが下がっ
てきたのかなという感じを受けています．
　なので，今，おこなっているのは，より豊かな
看取りをちゃんと行えるかなということで，意思
決定の支援の対応です．
　厚生労働省の事業に公募しまして，私が専門研
修に行ったんですけども．その伝達研修会を地域
で，11回研修会をしまして，245人の来ていただ
きました．
　早期に今後の事をお話をするという，アドバン
ス・ケア・プランニングを導入しましょうってい
う研修会なんですが．介護報酬の改定も今年あり
ましたが．そのときに，特養ですとか，老健施設
のほうですけれども，看取りの指針を入所時にお
話するっていう形が，進んできました．そうなる
と，特養の申し込みに行ったときに，看取りの指
針のお話もされるということなので病院の医療
ソーシャルワーカーは，人生の最終段階のところ
まで，人生のゴール地点まで対話するような取り
組み等，それを地域で共有する，そういう支援が
必要ではないかと思います．
　なので，生き方の支援．あと，人生の経験を振
り返りながら，今後の選択の医療をお聞きして，
不安感を軽減すると．必ず想いをちゃんとつなぐ
ような連携が，これから必要かなというふうに
思っています．
　事業の一環としてなんですが．冊子として，自
分らしく生きるためにですとか，リビング・ウィ
ルみたいなものをつくってみました．今日，少し
お持ちしましたので，ご興味のある方は，私のと
ころに来ていただければ，「使います」と言ってい
ただければと思います．自分らしく生きるために
ということについては，これは強制することでは

ないですが．大切にしたいこと何ですが，こうい
う日までは，生きていたいだとか．そういうよう
な希望していることはどうなのかという形の話を
しています．あとは，嫌なことですね．「こういう
ことは，嫌なんだよ」というのも意識しながら，
想いをつなぐというのがあります．
　リビング・ウィルですが，なかなか医療行為は
患者にとって難しいものでして，今，このリビン
グ・ウィルの冊子を使いながら，病院で病状説明
などをしております．
　「とよひら・りんく」という地域の取り組みでは
年度最後の合同会議のときには，必ずグループ
ワークをしています．
　昨年度のグループワークでは，意思決定支援と
いうところで，研修会を行ったら良かったとのコ
メントが多く．人生の最終段階のガイドラインを
知らなくて，理解できたよっていうお話ですと
か，アドバンス・ケア・プランニングも，ロール
プレイやるんですよね．ロールプレイで，実際に
患者さんやると，違うようです．
　あとは，地域で感染症の勉強会をやったりして
います．予防のほかに，施設で感染症が発生した
場合に，どうやって隔離すればいいかですとか，
インフルエンザの方に，何日後にどういう対応を
すればいいですか．そういったところまで踏み込
んだ研修をするように，実際的なところですね．
　これは，最後のスライドになりますが．今回の
テーマは，「ミクロからマクロへの戦略」という形
のお題ということですので，いわゆる地域設定の
ところについてなんですが．やはり皆さん，「地
域，地域」と言いながら，「どこですか」と言われ
ると，なかなか難しい．国は，中学校区としてい
ますが，それは想定上なのですから，やはり関わ
る中では，僕らはどこの地域，具体的にはどこを
地域として関わるだろうかというのが，設定をま
ず大事かなというのが，私が関わっている中で
思っていることです．
　ミクロからマクロのところについても，やっぱ
り地域課題ありますが，きちんと多い地域課題の
ところから進めることによって，それから波及効
果，違う効果も出てくるなと．要は，人生の最終
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段階の勉強会が出てきたりとか，今，認知症の話
が出てきたりとかしてるんですが，そのところが
できてきてるかなというふうに思います．
　私は，医療ソーシャルワーカーなので，医療と
介護をつなぐところの戦略的脇役ということです
ね．黒子になりながら，地域の連携の医師，看護
師，ケアマネージャーさん，介護の職員さんのと
ころを，ちょっと支えるような役割ができればい
いかなというふうに思います．研修会をやればい
いという話ではないので，それをちゃんと，この
研修会は，こういう目的があってということを共
有しながら，進めることが必要かなと思います．
　最後に地域包括ケアのお話なんですが，地域包
括ケアは，もう医学モデルから，いわゆる生活モ
デルへの変換といわれています．今，患者さんが
住み慣れた地域で，何をして，どういうふうなこ
とを大事に生活したいかという，生活の本当に
根っこを，ちゃんとつかみながら支援をしなけれ
ばならないのかなと思っています．人生の最終段
階のところを見ながら，その決定する背景が，意
向を変化したときに，それをちゃんと多職種で想
いつなぐようなことができればいいかなと思って
おります．
　以上で，発表を終わりたいと思います．ご清聴
ありがとうございました．
　小西：はい，ありがとうございました．国の法
律，それから事業の採択ということをきっかけ
に，「とよひら・りんく」という素晴らしいシステ
ムの中で，どのようなことを活動してきたかにつ
いてご報告をいただきました．ありがとうござい
ました．
　それでは，休憩に入る前に，今の 4つの団体か
らのお話を受けて，指定発言者の牧里先生のほう
から，コメントをいただければと思います．
　牧里：まず，全体にわたる話なんですけども．
テーマがちょっと広いので個別支援から，国の政
策までなので，的が絞りにくいと思うし，発表さ
れる方も困ってるんではないかと思います．
　あえて言えば，ある意味で，個別のケースで，
利用者なり，当事者をどう支援するかということ
と．あるいは，支援を通じて，ワーカーはどんな

ふうに関わるのかとか，ワーカーとしてどういう
役割をもつのか，あるいは，それについて実際は
どういうふうにかかわるのか，そういうことの見
立てになってくるのではないかと思います．
　お話を聞いてて，基本的には，今あるサービス
の中で，プログラムをどんなふうに良いものに変
えるのかという，そういうお話があったと思うん
ですが，制度自体を変える，今，制度にないもの
を創り出すということもある．
　たとえば，最初に話をしていただいた，市民
ソーシャルワーカーの例では，そんなものはどこ
にもないわけですね．民生委員だとか，福祉委員
はあるけれども，既存の委員では，やっぱり物事
が変わらないから，もっと市民が積極的にエンパ
ワーされるよう，福祉の理解を変えていくよう
に，ソーシャルワーカー協会がやっている．プロ
グラム支援を通じて変えていくわけですよね．
　社会福祉士会で取り組んでいただいたのは，い
わゆる，生活困窮者自立支援法の取り組みです
ね．ご存じのように，最初は年越し派遣村から始
まって，厚労省の行政改革によって生活困窮者支
援法が変わっていったという経緯がありますよ
ね．このとき，ソーシャルワーカーは，どんな役
割を果たしたのか．ソーシャルワーカーが支援を
し，アクションをやったのだろうか．むしろ，政
治学の湯浅誠さんたちが，弁護士の先生たちと頑
張って運動した．ソーシャルワーカーは動きもし
なかったんじゃないかとかね．こういう批判も
あった．
　こういうような，今取り上げていない制度の網
の目から漏れたニーズをどう整理して，形にして
いくかという．こういう課題があります．
　さらに，精神保健福祉のところの話では，いわ
ば地域移行の問題ですが，地域の受け皿をつくら
ないと，地域移行できないわけですよ．しかし，
そんな地域移行してて，病院の空きベッドができ
たんだけど，その空きベッドに認知症の人が放り
込まれる．
　そのことについて，ソーシャルワーカーはどの
ように考えているのか，私たちに突きつけられた
んです．答えは，ないです．もし，精神病院協会
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をどうやって変えるかということになるでしょう
けれども．ソーシャルワーカーとして，どこまで
何ができるのか課題が残されている．
　病院MSWについてですかね．かなり国の高齢
医療費なり，あるいは，介護保険の総費用がどん
どん増えています．市町村の国保財政も圧迫され
ている．今の社会状況でいうと，非正規雇用がど
んどん増えて，保険料を払えない人が増えている．
　こんな問題意識からいうと，保険料を払えない
貧困，低所得の問題を，たとえば，ソーシャル
ワーカーが取り組むときに，どうすることができ
るのか，いくつかヒントをいただきたいと思うん
ですけれども．
　いわば，市町村ごとにある福祉系の委員会，た
とえば，介護保険事業運営委員会，障害者福祉施
策委員会など，結構，地域レベルでいろいろ福祉
計画委員会とかありますね．そこに参加・参画す
る．
　今ある制度を変えるというような意味での変革
として，行政の計画委員会に参加して発言してい
く．
　たとえばね，地域福祉計画委員会なんかは，わ
りとね，市民公募って枠があるんですね．地域福
祉は住民の参加の下でやんなきゃいけないので，
市民委員って結構大事なんです．地域福祉計画委
員会の市民公募のポストに，実は医療ソーシャル
ワーカーが参画して，市民の顔してしっかり改革
の意見をいう．
　やっぱりいいことおっしゃるんですよ，医療
ソーシャルワーカーは．現場をよく知ってるか
ら．単なる市民でもなくて，市民であるんだけど，
ある意味で，職業柄，市民の実情をよく知ってる．
たとえば，「医師会さんと歯科医師会さんが，こん
な取り組み方されてはどうですか」とか，やわら
かく言ってあげることができる．
　むしろ，そういう市民公募のための研修会なん
かも，委員になる準備として参考になるんですよ
ね．市民公募の制度ですが，大体ポイントがあり
まして，応募のための作文など提出で，大抵，委
員になれるんですよ．
　ただ，問題は，病院の職場の上司が，MSWの

市民応募を認めてくれるかどうかね．「職務放棄
していくのかよ」みたいな話になりますから．と
なると，どうもチェンジしなきゃいけないのは，
病院の職場じゃないか．
　まとめになりますが．昨日の話からのつなぎで
いうと．昨日は，アドボカシーというよりも，
ソーシャルアクションというところを強調された
感じがするんですよね．「パワーフォーからパ
ワーウイズ」，キャッチフレーズみたいになって
いますが，ソーシャルアクションの話に聞こえま
した．
　要するに，「パワーフォー」のほうのあたりは，
昔ながらのソーシャルアクション理論で，ソー
シャルワーカーとか，弁護士とか，政治家から．
アクションしないと，変わっていかない．国会を
変えるとか，地方議会を変えるとか，こういう運
動の仕方ですね．今は，そうじゃないじゃなくて，
当事者自身が運動したりなんかする．そこに，
ソーシャルワーカーも伴走して，ソーシャルアク
ションするという時代になってるんじゃないかと
いう話でした．
　基本は，行政を変えることなのですが，国の違
いもありますが，たとえば，ソーシャルアクショ
ンをするときに，アメリカ型のような，大統領制
で，議員が議員立法をつくれて，政策を動かして
いけるという政治システムのあり方と，日本のよ
うに内閣システムという違いがありますよね．
　どちらかというと，日本の場合はご存じのよう
に，政治家よりも官僚が強い権限を持つから，そ
ういう意味では，官僚をどうするとか，官僚をど
う変えるかということになる．すぐれた官僚を見
つけ出して行政を変える．
　となってくると，私たちの役割は，ある意味で
は，官僚が改革しやすいように，いろんなデータ
をそろえて提供するとか，新しいモデルを提案し
てみる．こういうやり方になるわけです．これも，
ある種のアドボカシーであるし，合法的なソー
シャルアクションかもしれませんよね．
　いやいや，そもそも制度がないものをつくると
きは，議員を変えないと動かない．まず問題は．
議員が国会で提起してもらう．問題提起してくれ
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る議員がいないと，どうしようもない．
　たとえば，政治家とのつき合いがあるとすれ
ば，政治家をその気にさせる改革の方法とかね．
具体的には，実際の議会での質問をしてもらう方
法とか．ソーシャルワーカーからの入れ知恵で議
員がその気になって，火がついて，頑張ってくれ
るとか．
　皆さんのお話から勝手に妄想をしておりました．
　以上でございます．
　小西：ありがとうございました．今あるものを
よりよいかたちにつくることと，ないものをつく
るという切り口からチェンジをすることについ
て，皆さんへ投げかけていただきました．ありが
とうございました．

―休憩―

　小西：それでは，再開させていただきたいと思
います．
　4団体のほうから，非常に分厚い 20分ではとて
も話しきれない内容の話をしていただきました．
そして，牧里先生のほうからは，そうは言っても
実は例えば自分の上司が一番難しかったりとか，
いろんな困難がやっぱりあるんじゃないのという
投げかけをしていただいたところです．
　そこで，そういうジレンマとか，困難性みたい
なところを，もう少し頭に置きながら，それぞれ
の団体の報告者の方に，ご意見なり，補足の説明
なりをお願いできたらと思います．
　それでは，ご発表いただいた順番に，ソーシャ
ルワーカー協会の喜多さんのほうからお願いでき
ますでしょうか．
　喜多：ここで第 2期の市民ソーシャルワーカー
養成講座を，今年後半から 6回シリーズで行いま
す．その資料を受付の展示コーナーに 100部ほど
置かしていただきましたので，どうぞお持ち帰り
いただければと思います．
　なぜ，そういうことをいうかというと，どこと
も，たとえば，県民生委員児童委員協議会とか，
そういう組織との連携にまだ至ってないものです
から，大量に受講生が参加するというよりは，市

町村域の民生委員協議会などを通して，口コミで
応募していただいている状況であります．つま
り，神奈川県ソーシャルワーカー協会の存在と企
画そのものが，社会的に認知されてない．
　そうされる段階に至るまでに，中身をしっかり
継続して，積み重ね，評価されるものにしていく
ということが，まず大事ではないか．そういうこ
とでやってまいりました．それだけでは十分なや
り方であるとは思っておりませんが，学会や協会
で社会的存在として，民間資格として認められる
時点がくれば，生涯学習の資格へと一歩抜けれる
んではないかと，そう思っております．
　裏側が，養成講座の申し込み用紙になっており
ますので，どんなことをやってるのかということ
を，どうぞ参考にしていただいて，そして神奈川
県外でも，参加者を歓迎いたしますので，一つ手
に取っていただきたいと思っております．
　小西：ありがとうございます．ということは，
こういう場も一つのネットワーク（笑），一つの機
会だというふうにとられてというように理解させ
ていただきました．ありがとうございます．
　それでは，社会福祉士会からお願いいたします．
　小林：はい．先ほどの報告の中でも，少しお話
をさせていただいた中でいうと，アドボカシーだ
とか，アセスメントで何を進めていくかという時
点で考えていくうちに，もう日々の中で，私自身
は，すごく大切にしている，（片づけの？）お話に
なるんですけれども．
　とにかく，個別にしてという方であってもそう
ですし，また，退院活動してる方とかもそうです
し，ソーシャル担当の方であったり，そうなんで
すけれども．やっぱり直接顔を合わすことが，ど
この誰，どなたっていうところだとわかって，話
をして．こちらもわかってもらうというような，
顔を合わして話をして，その中で，それぞれの考
え，立場とかあるわけですけれども．そこをいた
だいた機会っていうのを共有しあって，ここから
何ができるのか，何をしていくのかの役割分担っ
ていうと，すごく主体的になってしまうんですけ
れども．それぞれの思いを共有しながらやって，
役割分担しながら，できることをそれぞれが，今
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のところの中でやっていくということは，定期的
にしたいなと思っているところです．
　このテーマで，今，仕事をしている中で非常に
感じるのが，なかなか生活困窮者支援という部分
で見たときに，生活困窮者といわれる方々自身
が，自分自身では，声を人へと発信しにくい，で
きない方．そんな方々が多いと感じます．その方
自身が，困難してるとか，発信できるように働き
かけていかなければいけないし．
　ただ，うちが敷居の高いところではあるので，
こういう周りに聞いての理解を合わせて進めなが
ら，何か地域のつながれる中で，もっとこの方が，
何か自分の心配事をもらって，そこからつながっ
てくるように仕組みづくりとか，そういうことを
一緒に考えていかないと，なかなか本人からで出
てこないので，周りを変えていく，困窮者の方へ
の見方を変えていく．
　地域の中で，そういう方がつながりを持って行
けるというような視点を持ってやっていかない
と，待っているだけでは，本当の困窮してる方に
たどり着けないというのを，本当に実感をしてお
ります．
　そういう思いもありながら，子ども支援とい
う，今日のお話は，子ども支援というところで，
ご報告させていただいたんですけれども．やっぱ
り子どもの支援というと，非常に地域の方に関心
を持ちやすいというところもあって．子どもだけ
考えてはないんですけれども，そういう子どもに
関わる興味を持つといったようなことによって，
背景に保護者の問題ですとか，そういう問題が関
わっているということが，地域の方にどうアピー
ルしていけるかという部分が，今の役割の中で，
自分自身として大切にしていて．これからやって
いかなければいけないことだというふうに思って
います．
　育てていく一方で，行政への働きかけというと
ころで．今，行政も，非常に子どもの学力向上っ
てところに，関心を持っているところもあるんで
すけれども．学力だけでない子どもへの支援，居
場所づくりであるとか，子どもが安心して登校す
る場所を，地域の中で，どれだけたくさんつくっ

ていけるか．そういう部分での，行政との話し合
い，説明も，そちらへ向けての部分も，今はやっ
ているところで．
　なかなか難しい部分もあるんですけれども，難
しいからといってやらないわけにもいかないし，
行政の壁が高くても，わかり合えていくというこ
とも，歩調合わせながら，日々奮戦しているとい
う状況です．
　小西：ありがとうございます．生活困窮という
のは比較的見えやすいデータですが，それ以外に
居場所とか，あるいは，最近は行方不明になって
いる子どもとか，また，スクールソーシャルワー
クに関連するいじめとか，そういった問題もあっ
たと思います．大人の場合でしたら，税金を納め
ないとか，そういったことで役所が気づくなど，
いろんな接点が模索されているという感じでしょ
うか．ありがとうございます．
　そうしたら，続きまして，精神保健福祉士協会
のほうから．
　岡部：ジレンマの話ですね．ジレンマ．僕，精
神科病院で雇われていたので，ずっとジレンマ
だったね．やっぱり民間病院ですし，職員の管理
も厳しいしなかなか自由にできない．そんな中で
も，結構いい管理者で，「こうやりたい」って言っ
たら，聞いてくれたんだけど．どうしても最後
ゴーサインが出なかったのが，ピアの方を雇用し
て，活用したいってところに，ゴーサインが出な
かった．
　これまでも精神保健の分野の中で，関係者でケ
ア会議したときに，関係者だけだと，諦め合意の
場面って，結構多かったのね．そこに当事者一緒
に入ってもらえると諦めを合意しにくくなります
ね．ピアの支援者は仲間のために絶対諦めない方
が多いので．そういう文化をつくっていきたかっ
たので，自分が相談支援事業所をやっているとき
に，ピアを雇いたいと思っていたのが，実現しな
かったことがジレンマですね．
　ピアの方は長期入院の方に，「僕も，医療保護入
院してたんだよ」っていうことを目の前に立って
伝えながら，「今こうやって働けてるからね」っ
て．「だから，どうぞ」とかっていう問いかけに
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も，非常に力発揮してくれますし．ケア会議の中
でも，関係者だけで諦め合意しそうなところを回
避していけます．新規の入院患者に対しても，「退
院すること諦めないでね」って，メッセージを伝
える役割などがあると思うので．そんなところに
ジレンマを感じて，結局自分で会社を作ってやっ
ちゃったみたいなところがあります．
　もう一つのジレンマは，相談支援事業所であれ
ば，本当に食べていけるのかどうかっていうの
は，実験中です．私が，自分の身を持って実験中
ですが．大体，今 4人ほどで，相談支援事業所回
してますけれども．やっと月収が，300万円ぐら
いになったので，うまくやれば，なんとか運用し
ていけるのかなという感じです．今年の 4月に報
酬改定（特定事業所加算）があったのが後押しにな
りましたね．
　そんな 2つのジレンマを抱えながらやっていま
す．以上です．
　小西：はい，ありがとうございました．当事者
主体をすすめていくところで，いろいろジレンマ
を感じたり，苦労なさったり．「それでも，進めて
きたよ」っていうご報告でもありました．そして
現状の中での課題について話していただきまし
た．ありがとうございます．
　それでは，日本医療社会福祉協会の岡村さんか
ら，お願いします．
　岡村：はい，日本医療社会福祉協会の岡村です．
　資料は，75ページまでのページの内容を書いた
んですが，大きく 3つのポイントの話をしたいと
思います．これからという感じでのところだった
と思いますが．
　1つ目が，地域医療構想についてです．国は，
もう 2025年に向けての医療介護施策については，
地域医療構想を進めて，地域ごとに．これからの
病棟編成，医療・介護のどれだけ資源が，その地
域に必要かっていう視点が行われます．
　ソーシャルワーカーは，保健・医療分野の中に，
社会福祉士ですから，その立場をきちんと明確に
しながら，患者の意思決定，権利，地域の中でこ
ういう課題があるというのを，きちんと数字化し
て，それに基づく事例に基づいて，ちゃんと地域

医療構想の中で位置づけられるように，活動を積
極的に取っていきたい．
　2点目が，76ページの後半に書いてあるんです
が，在宅医療・介護連携支援センターというのが，
平成30年までに各市町村で設置をされます．これ
は，医療と連携の拠点になります．ここにソー
シャルワーカーの配置が求められていますから，
そこに適切に配置できるように，全国でソーシャ
ルワーカーを育成していきたいというふうに思い
ます．
　3点目が 2年に一度，診療報酬改定がおこなわ
れます．来年度，診療報酬改定の年になりますの
で，今，日本医療社会福祉協会でも厚生労働省に
要望書を出しましたが，マスコミから取材のお話
の依頼も来ています．いわゆる退院支援と地域連
携ってとこに対する期待は高いというふうに思っ
ていますが，この取り組みをしっかりやっていく．
　一般化ということを考えますと，ソーシャル
ワーカーの活動がきちんとわかりやすく，行政や
市民の方に伝わるように活動しなきゃならないな
と思います．以上です．
　小西：ありがとうございます．岡村さんのとこ
ろで一番困っていること，悩んでることは，どの
ようなものでしょうか．
　岡村：困っていること．全国で，これからいろ
んな活動が始まるんですが，進んでるところと，
実は進んでないところがありますので，それを全
国的にきちんと集めて，進んでいるところには全
国のソーシャルワーカーが共有して，進んでいけ
ればいいかなというふうには思っています．
　小西：そういった仕掛けも考え得るというよう
なことでしょうか．ありがとうございました．
　というところで，どうでしょうか．会場のほう
から少しご意見なり，ここはもうちょっと聞いて
みたいっていうところがございましたら．あまり
時間もないんですけれども，お 1人，お 2人は可
能かと思います．いかがでしょうか．
　それでは，お考えいただく間に，牧里先生から，
さらに少しご意見をいただけますでしょうか．
　牧里：ちょっと視点が違うことを言うかもしれ
ませんが，PSWの方は，やっぱり当事者が関わる
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ようにするということが大事だと思います．当事
者には，なかなかハードルが高い．病院の中でな
かなかできないから，ジャンプアップして，病院
外で手伝うとかはね．もちろん，病院が主体でそ
ういうことやっている．私も，たくさんの事例は
知りませんが．
　たとえば，四国の愛媛県の愛南町という小さな
町での話なんですけど．そこの病院のドクターと
PSWが一緒になって，当事者の人とかが，市町村
の指定管理の宿泊施設を経営している．北海道の
べてるの家もそうなんですけど．そういうのも，
やっぱりお医者さん自体が，当事者と一緒に歩む
とか，そういう姿勢がよく見られる．PSWの人と
一緒に動いているんですよね．だから，PSWで
やってることは，宿泊施設の経営管理のようで，
当事者スタッフの休みとか，代わりに誰に頼むと
かね．そういう，なんていうのかな，当事者と一
緒に経営にあたっている，一つのモデルでもある
と，思ったんです．
　そういう当事者との関わりで，ワーカーってい
うのは，いろんな役割を考えられるのかなってい
うのが，ちょっと気になったんです．もしそうい
うことで何かお考えがあれば，お聞きしたい．
　小西：岡部さんは，いかがでしょうか．
　岡部：僕ばっかしゃべってもつまらないので，
田村さんいいですか．
　小西：はい，結構です．田村さん，どうぞ．
　田村：牧里先生が今おっしゃった，四国の先生
のところは，非常に有名な取り組みであります
し，またそういうお医者さんも，少なからずい
らっしゃることは事実だと思います．ただ，多く
の精神科病院の経営者の方々には，この方法は受
け入れられにくい面もある発想なのかなとも思っ
ております．
　その一方で，やはり一人ひとりの患者の持って
いる力というのは，本当に大きいと思います．病
と障害を，身をもって体験し，暮らしている方々
の声ですので，それを聞くことによってしか，私
たちは得られない情報といえます．きちんと生か
せることはたくさんあると思いますし，それを私
たちが介することによって，他の利用者の方に返

していくという方法もあります．
　それだけではなくて，当事者の方同士で直接育
み合っていただくということですとか，ピアス
タッフとして働いている人の側も，また，育てら
れていくということがあると思うんですね．なの
で，そういう相互作用をどのように仕掛けていく
かというのが，私たちソーシャルワーカーの役割
の一つではないかと思っています．
　そういう意味で，岡部さんが当事者の方を採用
されて，その方たちを上手に動きやすいように，
ある意味，舞台監督のような役割を取られている
というところを，ぜひ多くのソーシャルワーカー
が見聞きして欲しい．そういう姿勢をもってやる
ことが必要だろうというふうに思います．
　また，医療機関という場で考えますと，患者さ
ん，それから精神障害のある方，そういう方々が
そこまで，ご意見を持っているとか，感じている
ということを，ついつい見失いがちなことがある
ように思います．自分のことを自分で決められな
いとか，判断能力がないというふうに定義してし
まっているんですけれども．実は，そんなことは
全然ないということに，改めて気づかせていただ
ける機会を，ピアスタッフの方々が提供してくだ
さっていると思いますので，そこで学ぶことも大
変な有意義なことだと思っています．
　小西：はい，ありがとうございます．
　牧里：ありがとうございます．
　ほかの方々にもお聞きしたいんだけれども．子
どもさんの場合でもそうだし．たとえば，生活困
窮者もなかなか声をあげれない．じゃあ，その人
たちの声があげれないというのが，本当にそうな
のか．もしかして，やり方を変えれば，それを
メッセージとして伝えることができるのではない
か．ちょっとそういう，もし何か話したいことが
あれば，それぞれお聞きしたい．
　小林：子どもさんという部分で見ると，子ども
さん自身は，自分が何か困ってるとか，本当にな
かなか．たとえば，勉強がわからないとか，そう
いう意味での困ってるって発言は，まだ出てくる
んですけれど．その背景，どうしてそういう状況
にあるのかっていうのは，なかなか自分自身で言
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うことが難しいので，そこがとれることがいいで
す．
　整えていけば，関係づくりをしていかないと，
根本的な不安減少にならないっていうふうには感
じているので，子どもさんと関わりながら，背景
を感じていくっていうような関わりを持って行く
形になっています．
　あと，大人の方での，困窮者．困窮者といって
も，すごく経済的に困窮をしている人とか，保育
の問題だとか，課題は，本当それぞれの方で違う
んですけれども．一人が一人，なんとなく自分か
らは言い出しにくい．「困ってるんです」っていう
ことは，言い出しにくい国っていうのは，すごく
感じるんですね．ここのみんなのお話を聞いてい
ても，やっぱり自分で言い出しにくい関係で．
　私たちも，初回の相談では，ものすごく聞くこ
とというのは意識をしていて，この方との，今の
困ってることがなんなのか，その背景はなんなの
かっていう部分を，一緒にお聞きすることを大事
にしてはいます．
　そこに来られてた方はいいですけれど，来られ
ていない方が，1日にどれくらいいるのか，どの
程度であるのかというところの把握というのは，
まだまだ十分ではないので．そこは，どういう形
で把握ができるのか．どの説明でアプローチして
いくかというのを，一つひとつ整理をして，声か
けをしていかなければいけないなというふうに，
感じているところです．
　小西：ありがとうございます．地域の中で，た
とえば，発見していくとか，声をあげられる場所
つくるとか，そういったことが今後の課題という
ことですね．ありがとうございます．
　そうしましたら，当事者視点のところで，岡村
さんのほうから，今回のご発表のときに，いわゆ
る，アドバンスド・ディレクティブということで
はなくて，アドバンス・ケア・プランニングを導
入することに対して，まだまだハードルがあると
いうことも，少しお聞きしてたかのように思うの
ですが．それと，やはり広域的な医療提供，福祉
連携というところがあるんですね．
　このあたりの，どういった社会を目指してるの

か，ACPとの絡みで，何か課題が見えてらっしゃ
ることがあれば，教えていただきたいと思います
が．
　岡村：患者・家族が心残りになったとならない
ように支援をしなければと思っています．看取り
の取り組みがなかなかできないんだっていうこと
で，活動が始まった取り組みなんですが，課題は
医療連携のところがあって，介護側が医師とのコ
ミュニケーションのができてきて，看取り介護が
できてきました．介護スタッフは，たくさんの症
例から，経験を積んで様々な取り組みが進みまし
た．たとえば，エンゼルケアの問題ですとか，ご
葬儀屋さんの問題とか，取り組みができてきまし
た．
　そうすると，次の課題としては，入所のときと
か，意思決定ができるときに，人生最終段階の話
を聞くためには，どうすればいいだろうかという
課題にぶちあたって，今，課題に取り組んでいる
ところです．
　もう 1点．実は，人生の最終段階における医療
体制整備事業の国の事業を，報告書の中には書い
てあったんですが．人生の最終段階の相談支援に
のった場合に，患者さんのアンケートの 8割ぐら
いの方が，患者さんやご家族の間での話し合いが
深まったですとか，人生最終段階の話を，ちゃん
と丁寧にすることによって，それが，侵襲的では
なくって，結構考えられていたという表現を取ら
れています．人生をプロセス的にお話しできるよ
うになった体制になっていけばいいかなと思いま
す．
　小西：はい，ありがとうございました．
　今までは，アドバンスド・ディレクティブと
いっても，市民の人はほとんど知らないという状
況の中で，リビングウィルもまだ全然法制化され
ているわけでもない中で，今後の両方の「生き方」
と「逝き方」を考えていく機会を，医療の一つの
駒とし一緒に考えていこうという，そういう活動
をされているっていうように理解させていただい
てよろしいですか．ありがとうございます．
　それでは，ソーシャルワーカー協会の喜多さん
は，いかがでしょうか．皆さんのご発言を聞いて，
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市民ソーシャルワーカーの育成というところから
お考えをよろしくお願いします．
　喜多：はい．講座に参加された人は，国家資格
のない一般の主婦の方．学歴的にいうと，高校卒
ないしは，それもない方々ですが，中高年の，ど
ちらかというと，女性の方は家庭を持ってらっ
しゃいまして，現在進行形または近未来的に，自
分自身あるいは伴侶の歳とった親御さんをケアし
ながら，という点では，ほとんどの方が共通なの
です．
　そういう意味で，障碍のある子をお持ちの方
が，子どもに心を開いてケアしてくれている人に
対して，非常に共感を感じておられる．ただ，事
例として取り上げると，自分自身が，今直面して
いる事例に関しては，聞き入れることができるの
ですけれども，まだ，そこまで親が使ってない方
法は，まだ事例としての切迫感が持てないのも事
実です．
　ただ，どの親御さんも，自分が保護者でありな
がら，いずれ自分が老いていく．また，ケアに従
事してる方も，自分の老衰を考えることができる
という点で，非常に共通している，共感し合える
というところが特徴としてあります．
　私ども日本ソーシャルワーカー協会スタッフと
して着目しているのは，どの市民の方も，ケアを
日常普段にしておられる．今なのか，近い将来に
なるのかは，別として．ということが，市民に非
常に共通しているということです．
　ケアということを，単に家庭内での面倒を見る
ことに留められているが，それをソーシャルワー
クの視点，ソーシャルケアワークとして見つめ続
けること一番大切だと思います．ソーシャルワー
カーとして，共通に共感していってるっていうこ
とがわかる．ここで，ソーシャルワークの視点を
用いたケアワーク，ソーシャルケアワークという
方法をきちっと取り入れて，それを使い，地域で
日常的に行われているケアに応用していくこと．
自らそれを学んでいって，学びを応用していくと
いう可能性が無限にあるということでございま
す．地域の中に課題別のグループと協力の輪をつ
くることは，新しいコミュニティの一つの型にな

るのではないだろうか．そうすれば非常に，ソー
シャルワークの地平，すなわち市民ソーシャル
ワークの世界が地域の中に広がっていくという実
感を持ち始めております．
　小西：はい，ありがとうございます．お話をう
かがっている間に，あと残り時間が10分足らずと
なりました．
　もう少し皆さまのご意見もお聞きしたいところ
ですが，これまでの議論を少し整理させていただ
きまして，できるだけ時間内に終わらせていただ
きたいと思っております．
　皆さんのご発表の中で，今の時代，やはりいろ
いろ施策上のパスも出てきた．それを一つのチャ
ンスとして，活用するということがありました．
　そして，それぞれの団体が，目標，価値，ミッ
ション，理念，視点を持ってらっしゃるというこ
と．これは，大変大事なところであり，専門職だ
けではなく，市民の方もそこにやっぱり根づいて
いただくことが非常に大事であったかと思います．
　それから，ターゲットを誰にするか，たとえば，
すでに地域で支援されている団体であるとか，行
政であるとか，他職種であるとか，専門職の人材
育成であるとか，また，地域の市民の福祉学習で
あるとかターゲットをはっきり意識しながらやっ
ていらっしゃるということです．
　そして，キーワードとして，住民の主体形成，
官民協働，専門職の育成，当事者主体，このあた
りのワードが，皆さんのお話の中から，浮かび上
がってきたのではないかなと思っております．
　今回，ソーシャルワークのアドボカシーという
切り口で，シンポジウムを開催させていただいた
わけですが，皆さんもお聞きになって感じられた
と思いますけれど，この中に，地域福祉であった
り，あるいはアドボカシーや権利擁護であった
り，人権擁護であったり，それから自立支援法上
の権利擁護であったりとか，いろいろな概念が
あって，まだまだ十分に定義されていないのです
が，変数の多い領域だと思います．
　そういう意味で，もう残り時間は少ないのです
が，少しだけパワーポイントを使いまして，ご説
明をさせていただきたいと思います．
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　これは，エンサイクロペディア・オブ・ソー
シャルワークの，一つ前の版の「アドボカシー」
の項目で，ミケルソンが書いているものですが，
「ミクロからマクロへ」という図（図 1）が書いて
ありまして，それぞれのポイントで介入の仕方が
ある，ポリティカルなところから，ケースマネー
ジャーとか，ケースワーカーなど広い領域にそれ
ぞれのアドボカシーの役割があるということを示
しております．
　そして，私自身が今回，アドボカシーが十分ま
だまだ定義されていない中で，ソーシャルワーク

のアドボカシーというのは，一体なんなのだろ
うっていうことを今一度考えてみたほうがいいの
かなと思いました（図 2）．
　つまり，セルフアドボカシーとか，ピアアドボ
カシー，ケースアドボカシー，さまざまなパーソ
ナルアドボカシーの分野と，システムアドボカ
シーがある．あるいはコーズアドボカシーという
分野がある．ワーカーだけがするアドボカシーで
はなくて，たとえば，法律家がするアドボカシー
があったり，市民が行うアドボカシーがあった
り．それは，今の市民ソーシャルワーカーのお話
にもつながると思うんです．
　そこに一つのやはり当事者なり，それからワー
カー自身をエンパワメントする．つまり当事者と
の関係，そして組織との関係，地域との関係の中
で，自分自身の立ち位置が一体どこにいるのか
を，自分自身のポジションがどこにあるのかを意
識しながら，それぞれにエンパワメントを支えて
いくといいますか．それは，もしかしたら我々自
身の，ワーカー自身のエンパワメントというプロ
セスを歩んでいくということでなかろうかと感じ
ております．
　それで，先ほどのミケルソンによると，ソー
シャルワークのアドボカシーへの努力を開始する
際には，環境がクライエントの自己決定や社会正
義の主張を妨害していることを認識しておくこと
が重要であると．また，クライエントの周囲の状

図　2　  「人と環境」と「アドボカシーの種類」の関係 
（小西（2007）『ソーシャルワークにおけるアドボカシー』
ミネルヴァ書房，202）
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況を徹底的に知った上で，さまざまなアドボカ
シースキルと戦略を持っていなければならないと
いうふうに言っています（スライド①）．
　そういったことをどんどん蓄積していくこと
が，我々に与えられた課題ではないかとに思って

います．また，情報は，アドボカシー努力の本質
であり，環境に対する情報をアセスメントできる
こと．これが大変重要ではないかなと思います
（スライド②）．
　今日の発表の中では，たとえば，PSW協会の方
が，まわりにどんな人材がいるのか，どういう
ネットワークがあるのかを，常に見張っていたっ
ていうふうにおっしゃっている．今日のご発表の
中では，それほど強調されなかったかもしれない
ですが，このあたりが，環境アセスメントという
ところに非常に近いのかなというふうに考えてお
ります．
　環境アセスメントとは，「多様なレベルの環境
と相互作用を持つクライエントとクライエントシ
ステムについての情報」ということで，リスクも
あれば，課題や可能性，長所もあるという，そう
いった内容です（スライド③）．
　ですから，重層性があるということを理解しな
がら，それぞれのレベルでのアセスメントを積み
重ねることによって，自分たちの活動を自らエン
パワメントしていく中で，目標を達成していこう
ということではないかなと感じております．
　私の考えでは，ソーシャルワークのアドボカ
シーとは，一つの活動であったり，用いられる技
術であって，それをどんな目標の下にどのような
介入を誰とともに行うかは環境アセスメントによ
るものである．つまり環境アセスメントそのもの
が，ソーシャルワークらしくなければいけないの
ではないかと考えているところです（スライド④）．
　これは，北野先生が，アドボカシーというのは
エンパワメントの下位概念であるということで，
一定の方法や手続きに基づく活動の総体であると
いうふうにまとめておられています（スライド⑤）．
　そして，これが最後のスライドですが，アドボ
カシーのための活動の枠組みです．これは，シュ
ナイダーという，一番新しいエンサイクロペディ
アでアドボカシーの項目を書いておられた方です
が，昨日から，あるいは今日の話の中での活動の
枠組みを少し整理すると，シュナイダーの言って
いることに，かなり近いんじゃないかと思ってお
ります．

1

アドボカシーとソーシャルワーク

アドボカシーへの努力を開始する際には、「環

境」が、クライエントの自己決定や社会正義の
主張を妨害していることを認識しておくことが
重要であり、クライエントの①周囲の状況を徹
底的に知った上で、様々な②アドボカシースキ
ルと戦略を持っていなければならない。

（Mickelson, 1995 ）

スライド①

2

アドボカシーとソーシャルワーク

「情報は、アドボカシー努力の本質である。」

（Mickelson, 1995 ）

アドボカシーの展開は、

環境に関する情報をアセスメントできること
が前提

スライド②

3

「環境アセスメント」とは

「クライエントとワーカーが協働して、多様な
レベルの環境と交互作用を持つクライエントと

クライエント･システムについての情報を集め、
批判的に分析する、進行中の過程である。

情報には、リスク、課題、関心のある問題と同じ
く、長所、資源、可能性、機会が含まれ、クライ
エントが経験する環境の意味に注意が払われる。

(Kempら 2000：96)

スライド③
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　というのは，課題の特性と目標の設定．そして，
事実の把握，戦略と戦術の計画．リーダーをどう
供給していくか．意思決定のプロセスについて
は，スタッフの特性とか，そういったものを知る
こと．そして，サポートの基盤を広げて，根気強

く，アドボカシーの努力をお互いに評価していく
中で続けていくという，そういうことがとても重
要と思っております（スライド⑥）．
　我々はまずミクロからスタートする職業ですか
ら，個々の情報を知って，システムを熟知してい
く．その情報を分析していく．そこにある捉進要
因，阻害要因は一体何なのかということをきちっ
とアセスメントしていく．そして，そこに介入し
ていく．また，交渉技術などいろんなことをもっ
と蓄積していく必要があると思っております．
　特に，やはりステークホルダー，利害関係者が
たくさん出てくる領域ですので，そこのリレー
ションシップをどう変革していくかということも
非常に大事なポイントであるかと思います．
　そういう意味で，今大会では，プログラム開発
評価という方法論が提示されました．そこの中
に，今日のご発表の資料をどんどんつぎ込んで
いって，そして，共通の枠組みのもとに，内容や
知識をどんどん蓄積していくことの大切さ，そし
て，実践者と研究者がコラボしていくことの重要
性を，非常に感じさせていただくことができまし
た．
　昨日と今日のシンポジウムも含めまして，それ
を非常に実感したところです．というところで，
45分ギリギリでございますが，まとめさせていた
だきました．
　この度，4団体をお呼びするという，大きな企
画をしていただきました大島先生，よろしけれ
ば，時間もないことですが，一言お願いいたしま
す．
　大島：大会長として，それから学会シンポジウ
ムで担当の第 2部会で，企画を先生方と一緒に考
えさせていただいた立場として，まず，素晴らし
いお話をいただいたことについて，心よりお礼申
し上げます．どうもありがとうございました．
　最後に，小西先生がおまとめくださいました
が．「ミクロからマクロ」というときの具体的な方
法論として，アドボカシーの方法論が，整理され
てきている，確立されていることを実感していま
す．
　それぞれの皆さん方のご報告の中にその具体的

ソーシャルワークとしての
アドボカシー

ソーシャルワーカーが、専門家として、クライエ
ントの権利侵害の状態に対して支援する際に行う活
動、用いられる技術であり、どのような目標を持ち、
どのような介入を誰と共に行うかは、環境アセスメ
ントによるものである。

＝ 限定した定義

（小西 2007）

スライド④

5

ソーシャルワークとしての
アドボカシー

エンパワーメントの下位概念

利用者のエンパワーメントに関わる一つの基本的な
活動

「権利に関わる法的、政治的諸問題に関して、

個人や仲間がエンパワーメントすることを支援す
る一定の方法や手続きに基づく活動の総体」

（北野 2000）

スライド⑤

アドボカシーのための活動の枠組み

課題の特定と目標の設定
事実の把握
戦略と戦術の計画
リーダーの供給
意思決定とスタッフを知る
サポートの基盤をひろげる
根気強く
アドボカシーの努力を評価する

(Schneider, R. L., & Lester, L. 2001)
6

スライド⑥
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な方法論が随所に現れているように思いました．
それを我々なりに共通基盤にできると良いと思い
ました．
　アセスメントに関して小林氏のご報告に，評価
シートと比較シートのご提示がありました．アド
ボカシーとしても重要と理解しました．この方法
によって，ケースアドボカシーのレベルで，課題
が落ちているような問題もしっかりすくい上げ
て，解決のための仕組みを作る上で重要と思いま
す．アドボカシーのツールとしての評価シート
と，比較シートという位置づけを改めて認識しま
した．
　それから，皆さんのご報告に共通して，地域レ
ベルのシステムアドボカシーに取り組んでおられ
ます．その際に，これも共通して市民を含めた皆
さん方が，協働モデルの仕組みをつくっておられ
ます．そのときに，評価シートや比較シートの記
載内容が，いろいろな関係者，ステークホルダー
たちに共有されて，全体の取り組みを進めるとき
のミッション，ゴール，実現のためのプロセスが
明確に示されると良いのだろうと思いました．こ

のような市民レベルでも共有できる何かのツール
があると，おそらくシステムレベルのアドボカ
シーとしても，有効に機能するように思いました．
　精神保健福祉の岡部さんの報告の中でも，新潟
県の取り組みでおそらく，圏域をまたいで，取り
組みを進められてきたのだと思うんですけれど
も．そういう共有化の手段，見える化の方法が全
国的共有化されていると，どうなるのかなと思い
ました．
　それから，岡村氏の看取りをしたいというニー
ズへの対応についても同じような方法が用いられ
ているように思いました．以上を含め全体で共有
できる具体的な方法論が見えてきたような，そん
な感じがいたしまして．私としては，とてもワク
ワクしながら，アドボカシーの方法論についての
可能性を強く感じることのできるシンポジウム
だったと思います．
　本当にどうもありがとうございました．
　小西：どうもありがとうございました．
　それでは，これで学会企画シンポジウムを終了
させていただきたいと思います．


